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基本の柱１  郷土愛を持ち 健やかに成長するために 

 

 

本県の人口は、全国より早く、平成９年（1997年）に出生数が死亡数を下回る自然減少

期を迎え、近年、ますます出生数の減少スピードは加速化しています。 

県外転出超過者数は全体としては減少傾向にありますが、男女別にみると、平成 20年で

は、わずかに女性よりも男性の転出超過が上回っていたところですが、平成 22年以降、女

性の転出超過が男性を上回り、令和５年（令和４年 10月～令和５年９月）には男性 1,330

人、女性 1,831人となりました※１。年齢別転入・転出者の状況では、高校卒業時と大学卒

業時に二つの大きなピークがあり、これらのことから進学や就職に伴う若者の県外転出者

が多い状況です。将来の県内回帰・定着を促進するためには、こどもの頃から地域の魅力

や地域のよさを実感し、地域を愛し、自分の地域をさらによくしていきたいと思う郷土愛

を醸成していくことが必要です。 

また、こども食堂などのこどもの居場所は、こどもたちが安心して過ごすことのできる

家庭・学校以外の第三の居場所と呼ばれ、こどものみならず、地域の交流の場としても重

要です。こどもの居場所は、多様なニーズに応じた多様な居場所が求められるようになっ

ていることから、こどもの居場所づくりに関する活動の展開を支援していくことが必要で

す。 

 

※１：山形県「山形県社会的移動人口調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

 

 

【推進方策（１） こども・若者の意見・権利の尊重】 

・全てのこども・若者がその年齢や発達の程度に応じて、自分に直接関係する全ての事項

に関して、意見を形成し、意見を表明する機会を確保し、その意見を尊重します。 

 

【推進方策（４） 安心して過ごせるこどもの居場所づくり】 

・全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学 

びや社会で生き抜く力を得るための糧となる多様な体験活動等に接することができる

よう、居場所づくりを推進します。 

重点的に取り組む事項 

 
 Ⅴ  具体的な施策 
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  全てのこども・若者は、生まれながらに権利の主体であり、その多様な個性を尊重

し、こども・若者にとっての最善の利益を優先して考慮します。さらに、こども・若者

の権利について、こども・若者や子育て当事者、教育・保育に携わる者をはじめとする

おとなへ広く周知し、社会全体で共有します。 

◆事業展開①  こども・若者が意見を表明できる機会の確保 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

こどもの声を聴く仕組みづく

りの推進 

しあわせ子育て政策課 

○しあわせ子育て応援サイトにこども意見

箱の開設 

○こども会議等の開催によりこどもが意見

表明する機会の創出 

多様性・女性若者活

躍課 

○小学生が知事と直接対話するこども知事

室の開催 

若者の声を聴く仕組みづくり

の推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○若者同士が県や県政について意見交換す

る場の創出 

〇県内外の本県にゆかりのある若者を対象

とした、地域活動や山形での暮らし方・働

き方に関する意見の聴取 

広報広聴推進課 
○知事と若者が車座になって対話する対話

会の開催 

児童生徒の意見に基づく活

動・取組みの推進 

義務教育課 

高校教育課 

○学校におけるこどもたちに関わるルール

等の決定や見直し等の場面で、児童生徒

の意見反映の促進 

○各種会議において、こども基本法の趣旨

の周知を図る等、こども政策の理解の促

進 

若者の県づくりへの参画推進 
多様性・女性若者活

躍課 

○県審議会等への若者の積極的な登用の推

進 

 

  

推進方策(１)     こども・若者の意見・権利の尊重 

こども・若者の視点を尊重し、こども・若者が自らの意見を形成する支援をすると

ともに、安全に安心して意見を表明する場や対話する機会をつくり、意見を県づくり

に反映するとともに、その結果について広く周知を図ります。 

対応の方向 
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◆事業展開②  こども・若者の権利の擁護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業構成 担当課 事業概要 

こどもの権利の周知啓発 しあわせ子育て政策課 
○こどもまんなか月間に併せたこどもの権

利の周知啓発の実施 

道徳教育・人権教育の充実 
義務教育課 

高校教育課 

○山形地方法務局や山形県人権擁護委員会

等の関係機関と連携し、人権教育に関す

る取組みの実施 

人権啓発活動の実施 

地域福祉推進課 

子ども家庭福祉課 

多様性・女性若者活

躍課 

○こどもの人権問題をはじめとした各種啓

発活動の推進 

○高校生や学生を対象としたデートＤＶ防

止に係る出前講座の実施 

性の多様性が尊重される社会

づくりの推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○性的指向及びジェンダーアイデンティテ

ィの多様性に関する県民の理解を深める

ための普及啓発の実施 

○「山形県パートナーシップ宣誓制度」の

周知や利用できるサービスの拡充 

こども・若者が自分の持っている権利について正しく理解し、自他の権利の大切さ

を認めながら、こどもの権利条約等で示されているような「権利の主体」としての意

識を育てます。また、こども・若者が、多様な価値観を持つ人たちと、相互に人格と

個性を尊重しながら自分らしく生きていける社会づくりを推進します。 
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 こども・若者の郷土への愛着が深まり、郷土への誇りが高まるよう、地域の豊かな

自然や文化に触れる活動、地域の人々との交流など、地域の特色・資源を活かした活

動を推進していきます。 

◆事業展開①  郷土を理解し体験する活動の促進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

郷土への愛着や誇りを醸成す

る活動の推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○小学生が知事と直接対話するこども知事

室の開催【再掲 1-(1)-①】 

○若者同士が県や県政について意見交換す

る場の創出【再掲 1-(1)-①】 

○若者による山形での多様な働き方や山形

暮らしの魅力の情報発信 

県民文化芸術振興課 

○郷土の歴史や文化を学び、関心や理解を

深めるための取組みの推進 

○精神文化や舟運文化、食文化など本県の

特色ある文化をこども等に伝える取組み

の推進 

教育政策課 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

○学校における郷土を学ぶ学習や地域資源

を活用した様々な体験活動の推進 

○学校における地域課題解決等の探究的な

学びを実現する取組みの推進 

○学校における県民の歌の普及 

企画調整課 

○県内の高校生を対象に、山形の誇れる良

さなどをテーマとする山形の未来をより

良いものとするためのコンテストの開催 

○山形の良さや誇り、山形での幸せなどに

ついて考えるきっかけとするシンポジウ

ムの開催 

○山形県で活躍する方を中学校へ講師とし

て派遣し、若い世代に、山形を舞台に活躍

する生き方、考え方の紹介 

庄内総合支庁 

総務課 

○小中学生と保護者を対象に、庄内地域の

自然・文化などの地域資源に触れ、地域の

魅力の発見に繋げる親子体験講座の開催 

○中高生を対象に、地域で活躍する若者と

共に地域の魅力を発信する企画運営等の

ワークショップの開催 

地域の豊かな自然環境や文化など、郷土を理解し大切にする心を育む体験活動を促

進します。 

推進方策(２)     郷土への愛着と誇りの涵養 

対応の方向 
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地域の自然環境等を活かした

体験活動の促進 
生涯教育・学習振興課 

○放課後子ども教室や公民館行事等におけ

る体験活動の実施 

〇青少年教育施設における地域の特性を生

かした体験活動の実施 

○青少年教育施設における環境整備 

地域における食育活動の促進 
農産物販路開拓・輸

出推進課 

○県民に対する食育(食農教育)・地産地消

の啓発、児童・生徒を対象とした食農体験

事業の実施 

地域の特産物や食文化の学び

につながる地場農産物を活用

した学校給食の促進 

農産物販路開拓・輸

出推進課 

学校体育保健課 

○学校給食における交流給食や県産農林水

産物の利用拡大等を実施する市町村への

支援 

学校体育保健課 

○地場農産物を活用した学校給食による地

域の食文化の理解促進及び生産者への感

謝の心の育成 

体験を重視した環境学習や、

学校の教育活動全体を通した

環境教育の推進 

循環型社会推進課 

みどり自然課 

○飛島を舞台とした環境教育や森林環境学

習の実施等による体験型環境学習の推進 

義務教育課 

高校教育課 

生涯教育・学習振興課 

特別支援教育課 

○山形県環境教育指針及び地域・学校の実

態に基づいた実践的・体験的な環境教育

の推進 
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◆事業展開②  地域文化の理解・継承の促進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

地域に受け継がれている生活

文化、民俗芸能をこどもたち

に伝承する取組みの推進 

県民文化芸術振興課 

○伝統文化、芸術を体験、参加・発表する取

組みを展開し、伝統文化、芸術の次世代へ

の継承を推進 

生涯教育・学習振興課 

○「ふるさと塾」の取組みを通した伝承活動の

実施 

○学校における地域の課題解決学習や地域の

魅力を探る学習の事例、郷土を知るための

教材作成、情報ポータルサイトのコンテン

ツの充実等郷土の誇りや愛着を醸成する情

報発信の展開 

置賜総合支庁 

総務課連携支援室 

○置賜地域の文化活動の振興を図るため、置

賜こども芸術祭の開催などの事業の展開 

  

こども・若者が地域の伝統文化等の魅力を学習・体験できる機会を創出するととも

に、後世に伝承する活動を促進します。 
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   全てのこども・若者が、かけがえのない幼年・若年期を健やかに過ごすことができ、  

かつ、人生 100年時代、絶え間ない変化の時代をウェルビーイングに、自立して生き 

抜く基礎を形成できるよう支援します。 

◆事業展開①  豊かな心と健やかな体の育成 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

豊かな心を育む教育 
学校体育保健課 

生涯教育・学習振興課 

○食に関わる人と食材に対する感謝の心や

他人を思いやる心等の豊かな心の育成 

〇郷土の魅力に触れ、体験できる機会を増

やすことで全世代にわたる郷土愛を育む

取組みの促進 

食育を実践する気運の醸成 

農産物販路開拓・輸

出推進課 

○農業協同組合、市町村や専門的なノウハ

ウを持つ民間企業等との連携強化による

食育県民運動の展開 

学校体育保健課 

○学校個別の状況やニーズに合わせ、栄養・

運動両面からの専門的なサポートができ

る公認スポーツ栄養士等を派遣し、専門

的な見地からの講演・助言等の実施 

○プロスポーツチームとの共同企画による

食育プロジェクトの実施 

運動やスポーツに親しむ資

質・能力の育成 

スポーツ振興課 

学校体育保健課 

○生涯を通して豊かにスポーツを楽しむた

めの態度の育成 

○部活動等を通して、心身の健康の増進を

図るとともに、地域とのつながりを深め

ながら、運動やスポーツへの多様なかか

わりができる態度の育成 

〇スポーツ少年団や総合型地域スポーツク

ラブの活動の促進 

  

対応の方向 

推進方策(３)     こども・若者の自立に向けた支援 

自尊感情や自己肯定感を育み、他者への思いやりを持ち、自らの心と体を守ること

ができるよう、道徳教育を充実させるとともに、豊かな心や健やかな体の育成などこ

ども・若者の自己形成を支援します。 
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◆事業展開②  広い視野を持ち、持続可能な社会づくりに貢献できる力の育成 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

デジタル人材の育成と若者の

県内回帰の促進 

ＤＸ推進課 

○産学官金によるコンソーシアムと連携し

て、県内各分野におけるデジタル化の普

及やデジタル人材の育成 

産業創造振興課 

○「やまがたＡＩ部」の活動支援を通し、デ

ジタル人材の育成と若者の県内回帰の促

進 

高校教育課 

○生徒の情報活用能力育成を目的に、県立

学校のＩＣＴ環境整備の推進 

○ＧＩＧＡスクール運営支援センターの運

用による学校の負担の軽減 

持続可能な社会を支える人材

育成のための取組みの推進 
環境企画課 

○環境教育の拠点である環境科学研究セン

ターでの幅広い世代を対象とした環境教

育や情報の提供、環境保全団体の顕彰等

の実施 

環境問題の「自分ごと」化につ

なげ、脱炭素社会の実現に貢

献できる人材の育成 

環境企画課 

○カーボンニュートラルの実現に向け、環

境問題に関する若者向けのワークショッ

プの開催、学生環境ボランティアによる

普及啓発活動・情報発信の取組み等の実

施 

循環型社会に相応しい人材の

育成 
循環型社会推進課 

○「やまがた環境展」の開催により県民の環

境に配慮したライフスタイルへの転換を

促進するとともに、将来の３Ｒ推進を担

う世代を対象とした事業の実施 

○親子を対象に飛島を舞台とした環境教育

の実施のほか、大学生ボランティアが参

加する海岸クリーンアップを実施して県

内外の若者の交流を図ることによる若者

ボランティアリーダーの育成 

県民参加の森づくりの機運を

高め、本県の豊かな森林資源

を次世代に引き継ぐ取組みの

推進 

みどり自然課 

○市町村や地域住民、ＮＰＯ等がそれぞれ

の地域課題に沿って独自性を発揮し、か

つ創意工夫を凝らして取り組むきめ細や

かな森づくり活動等の推進 

○やまがた森の感謝祭や、森を守り、育て、

暮らしに活かす緑の循環システムを体験

するイベント等の開催 

  

○「やまがた木育」として、全ての世代を対

象に森や自然の大切さを学び、森や木の

文化を見つめ直す森林環境教育や木工体

験などの取組みの推進 

グローバル化など、多様化する社会の適応力の育成を推進するとともに、新たな価

値を創造するこども・若者の自己形成を支援します。 
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グローバル化に対応する教

育、機会の提供 

高校教育課 

義務教育課 

○グローバル社会で求められる英語による

コミュニケーション能力を伸ばすととも

に、国際理解を一層深める取組みの推進 

○多文化共生に必要な資質・能力を育成す

る学習の展開 

多様性・女性若者活

躍課 

○内閣府青年国際交流事業への参加・協力

による国際的視野を持つ青年の育成 

ＳＴＥＡＭ教育（※）の充実 
義務教育課 

高校教育課 

○理数教育の充実や多様な知を持ち寄って

課題解決を図るＳＴＥＡＭ教育の充実 

環境保全に配慮した再生可能

エネルギー教育の推進 
高校教育課 

○原子力エネルギーについての理解を深

め、環境保全に配慮した再生可能エネル

ギーについての教育を実施 

※ 科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、リベラルアーツ・教養（Arts）、数学 

（Mathematics）を活用した文理融合の課題解決型学習。 
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   全てのこども・若者が、安全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々

な学びや社会で生き抜く力を得るための糧となるような多様な体験活動や外遊びの機

会に接することができ、自己肯定感や自己有用感を高め、将来にわたってウェルビー

イングで成長出来るよう居場所づくりを推進します。 

◆事業展開①  多様なニーズに応える居場所づくり 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

こども・若者の居場所づく

りの推進 

子ども家庭福祉課 

○こどもの居場所づくり実施団体に対する

運営・立上支援 

〇こどもの居場所づくり実施団体と連携し

て、支援を必要とするこども・家庭に対す

る相談・支援の実施 

○こどもの居場所づくりサポートセンター

（以下「サポートセンター」）による、こ

どもの居場所づくり実施団体への相談対

応及び取組みへのサポート 

○サポートセンターによる、企業や個人の

支援等とこどもの居場所づくり実施団体

とのコーディネートの実施 

多様性・女性若者活

躍課 

○ひきこもりなど社会参加に困難を有する

こども・若者や家族の相談支援拠点の機

能強化 

総合支庁 

子ども家庭支援課 

○こどもの居場所づくりに係る人材育成を

図るとともに、活動状況等の情報発信等

を行い、こどもの居場所の理解の促進と

利用しやすい環境の整備（村山） 

○こどもの居場所づくりに係る活動状況等

の情報発信を行い、こどもの居場所の理

解と促進と利用しやすい環境を整備（庄

内） 

子育て中の親子が集う居場所

づくりの推進 
子ども成育支援課 

○地域子育て支援拠点の設置、運営への支

援 

対応の方向 

こどもの居場所づくりに関する指針に基づき、多様なこども・若者の声を聴きなが

ら、安心して過ごすことのできる居場所づくりを推進します。 

推進方策(４)     安心して過ごせるこどもの居場所づくり 
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小学生の放課後の居場所づく

りの推進 

子ども成育支援課 

生涯教育・学習振興課 

○昼間保護者がいない家庭の小学生の授業 

終了後や長期休暇等に、遊びや生活の場

等の居場所を提供する放課後児童クラブ

の運営費等を助成 

○放課後子ども教室における地域や身近な

自然等多様なフィールドを活用した体験

の充実 

読書活動の推進 

生涯教育・学習振興課 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

○こどもの視点に立った読書活動を推進す

るため、家庭・地域・学校等における多

様なこどもの発達段階に応じた個別最適

な読書活動の取組みの充実 

○公立図書館（室）のイベント等を通し、

こどもの読書活動に関わる全ての大人に

対する、こどもの読書活動の重要性や意

義の理解促進 

○県立図書館におけるこどもの意見をサー

ビスの改善や資料の充実、取組みに反映

させるためのアンケートを実施する等、

多様なこどもの読書への関心の向上 

 

◆事業展開②  多様な遊びや体験、活躍できる機会の創出 

 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

「山形らしさ」に触れること

ができる体験情報の発信 
しあわせ子育て政策課 

○やまがた子育て応援サイトへの「わくわ

く体験ガイド」の掲載等による積極的な

情報発信 

地域の歴史や文化、産業の学

びを通じた地域住民との「か

かわり」の機会の充実 

生涯教育・学習振興課 
○地域の企業・団体等と連携し、教育活動

の充実を図るための環境整備 

高校教育課 
○地域の産業界と連携したインターンシッ

プの実施 

地域に受け継がれている生活

文化、民俗芸能などに触れる

機会の創出 

生涯教育・学習振興課 

○「ふるさと塾」の取組みを通した伝承活

動の実施【再掲1-(2)-②】 

○地域団体と青少年教育施設等が連携した

体験活動の実施 

県民文化芸術振興課 

○地域の文化に触れ、体験し、発表する機

会の創出 

○民俗芸能・伝承文化の担い手を確保・育 

成する取組みの推進 

こどもの成長を支える上で重要なＰＴＡや子ども会等の社会教育関係団体などの

多様な主体と連携しながら、地域の自然・文化に触れる体験や地域の人々との交流な

ど、地域の特色・資源を活かした活動を促進することにより、郷土に誇りと愛着を持

ち、地域で活躍する人、地域とつながる人を育成します。 
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ＰＴＡや子ども会等の社会

教育関係団体等の活動の促

進 

生涯教育・学習振興課 

○ＰＴＡや子ども会等親子での多様な体験

活動に対する機会の提供 

○企業等の支援内容を紹介した情報共有サ

イトの活用促進 

青少年による地域貢献活動の

促進 
生涯教育・学習振興課 

〇こどもたちの地域活動・ボランティア活

動への関心を高めるための活動機会の提

供 

〇地域の住民や企業・団体等との連携によ

る青少年の地域活動・ボランティア活動

の促進 

体験を重視した環境学習や、

学校の教育活動全体を通した

環境教育の推進 

【再掲 1-(2)-①】 

循環型社会推進課 
○親子を対象に飛島を舞台とした環境教育

の実施 

みどり自然課 

○「やまがた木育」により、全ての世代を

対象に森や自然の大切さを学び、森や木

の文化を見つめ直す森林環境教育や木工

体験などの取組みの推進 

義務教育課 

高校教育課 

生涯教育・学習振興課 

○山形県環境教育指針及び地域・学校の実

態に基づいた実践的・体験的な環境教育

の推進 

「人やモノ、自然とのかかわ

り」を大切にした親子の体験

活動の推進 

産業技術イノベーシ

ョン課 

○公民館、ＰＴＡ、子ども会などによる親

子の体験型科学教室の開催に対するサイ

エンスインストラクターの派遣及び「青

少年のための科学の祭典in山形」の開催 

○山形県産業科学館における、自然科学の

原理やものづくりの楽しさを学べるよう

な展示物の整備 

地域の特産物や食文化の学び

につながる地場農産物を活用

した学校給食の促進 

【再掲 1-(2)-①】 

農産物販路開拓・輸

出推進課 

○学校給食における県産農林水産物の利用

拡大等を実施する市町村への支援 

学校体育保健課 

○地場農産物を活用した学校給食による地

域の食文化の理解促進及び生産者への感

謝の心の育成 

少年少女発明クラブの活動を

支援 

産業技術イノベーシ

ョン課 

○山形県発明協会と連携した空白地域への

発明クラブ設立支援や既存の発明クラブ

への活動支援 

放課後児童クラブや放課後子

ども教室における多様な遊び

や体験の提供 

子ども成育支援課 

生涯教育・学習振興課 

○放課後児童クラブと放課後子ども教室の

連携した取組みによる体験活動の実施 

幼児共育の推進 生涯教育・学習振興課 

○幼児期における「人やモノ、自然とのか

かわり」を大切にした親子の体験活動の

推進 
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基本の柱２  若者が山形で夢と希望を叶えるために 

 

 

 若者が県内で暮らし働きたいと思えるよう、安定した雇用の場の創出や若者の指向に応

じた魅力的な県づくりを進め、山形で暮らすことの魅力や県内企業に関する情報を県内外

に発信するとともに、地域や職場における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み

（アンコンシャス・バイアス）の解消を図り、誰もが個人として尊重され活躍できる包摂

性・寛容性の高い地域づくりを進め、若者の県内定着・回帰を推進していくことが必要で

す。 

また、若者が活き活きと職場で活躍し、若手社員の職場定着率が上がるとともに、経済

的・社会的に自立できるよう、県内企業で働き続ける取組みに一層力を入れていくことが

求められます。 

本県の令和５年度の平均初婚年齢は、男性が31.0歳、女性が29.5歳と上昇傾向にあり晩

婚化が進んでいます※１。また、生涯未婚率は、男性が26.2%、女性が13.5%と上昇傾向に

あり、未婚化が進んでいます※２。婚姻数の減少傾向が続く中、令和５年度に実施した県

政アンケートの調査結果では、18歳～49歳の未婚者の約７割は「いずれ結婚するつもり」

と回答しており、その希望が叶うよう支援していくことが必要です。 

 

※１：厚生労働省「人口動態統計」 

※２：総務省「国勢調査」 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状と課題 

 

 

【推進方策（２） 若者の活躍促進】 

・若者の主体的な取組や多様な活動への支援、若者同士がつながる機会の創出、若者の活

躍を情報発信することなどで、若者が活躍できる環境づくりを推進します。 

 

【推進方策（４） 結婚支援の推進】 

・市町村や民間事業者等との連携協力関係を構築しながら、出会いを希望する方への機会 

の創出や結婚に係る経済的負担を軽減することで、県全体として結婚を応援する体制の 

構築や気運醸成を図ります。 

 

【推進方策（５） 若い世代の移住・定住促進】 

・住まいや子育て環境などの情報を効果的に発信し、地域社会の担い手として期待される

若年層の移住・定住を促進する取組みを強化してきます。 

 

重点的に取り組む事項 
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   将来を担う若者が意欲を持ち、能力を十分に発揮しながら、安心して働くことがで

きる雇用環境の確保を図ります。 

◆事業展開①  県内企業を知る機会の拡大 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

若者と県内企業をつなぐ接点

づくり 

雇用・産業人材育成課 

○進学等により県外に在住している若者に

対する就職相談、無料職業紹介、県内企業

（就職）情報の提供によるＵターン就職

支援 

○高校卒業時に連絡先情報の提供を受けた

方に対し、就職ガイダンス開催案内等各

種の就職情報の発信 

最上総合支庁 

地域産業経済課 

○大学生等に向けた地元企業への見学バス

ツアー及びインターンシップの実施 

置賜総合支庁 

地域産業経済課 

○大学生・短大生及び実業高校生の地元就

職に向けた企業見学バスツアー、中高生

向け職業体験会の開催、高校生による地

元企業のPR動画の制作 

庄内総合支庁 

地域産業経済課 

○中高生を対象とした地元企業の職業体験

会「ＷＡＫＵ ＷＡＫＵ ＷＯＲＫ」の開催 

○高校生と地元企業との交流会の開催 

○大学等進学予定の高校生や管内大学生を

対象とした地域産業への理解を促進する

セミナーの開催 

若者に対する県内産業や企

業、就職に関する情報発信の

強化 

雇用・産業人材育成課 

○進学等により県外に在住している若者に

対する就職相談、無料職業紹介、県内企業

（就職）情報の提供によるＵターン就職

支援【再掲2-(1)-①】 

○山形労働局等関係機関と連携した進路ガ

イダンス、企業説明会の開催 

○県独自のポータルサイトを活用した企業

情報、求人情報、インターンシップ受入情

報等の積極的な発信による県内企業の認

知度向上と就職促進 

○小中学生向けに県内企業、産業の特徴や

強みを掲載したガイドブックの作成 

○ものづくりヤマガタ情報サイトによる県

対応の方向 

推進方策(１)   若者の所得向上 

若者に対する県内産業や企業に関する情報発信を強化するとともに、次代の担い手

の育成に向けて、学校や大学、企業との連携強化、職場体験やインターンシップを推

進します。 



67 

 

内企業に関する情報発信 

建設企画課 

○将来の職業などを考える最初の時期であ

る中学生や保護者、先生等に対し新しい

建設業の姿をアピールする建設現場の見

学会等を開催しながら、建設業の魅力を

効果的に伝え、中学校の総合学習等で活

用できる出前授業コンテンツを作成 

○小学生、中学生を対象とし、未来の山形の

建設物（道路、空港、公園、道の駅など）、

河川の安全利用、土砂災害の防止をテー

マにした「県土未来図絵画・作文コンクー

ル」の開催 

建築住宅課 

○小中高校生等に住宅建築とそれに関わる

大工技能者の魅力を伝えるセミナー等の

開催 

村山総合支庁 

農村計画課 

○県内の農業・工業高校の実習授業として

農業農村整備の実施地区の提供 

村山総合支庁 

建設総務課 

○建設業協会等と連携し、建設分野への関

心・意欲を啓発し、若手人材の就業促進 

最上総合支庁 

地域産業経済課 

○高校生等に地域企業の魅力を伝える特別

事業の実施、高校生の保護者を対象とし

た進路選択セミナーの開催、小学生等に

向けた地域の産業を紹介する通信の発行 

最上総合支庁 

地域健康福祉課 

○最上地域の小・中学生及び高校生を対象

に、介護福祉士による講話や体験学習の

実施 

〇介護職員の早期離職防止のため、介護職

員が集い、仕事の魅力ややりがいについ

て語り合う「ケアワークトーキング」の開

催 

置賜総合支庁 

建設総務課 

○置賜地域の小・中学生及び高校生を対象

に、建設分野への関心・興味を啓発し、若

手人材の就業を促進 

庄内総合支庁 

水産振興課 

○水産高校との共催により、県内中学生を

対象に水産に関する初歩的な学習と実習

の実施 

○水産高校のカリキュラムにはない本県沿

岸漁業の代表的な漁業種類の漁船に乗船

しての漁業体験、漁業者との交流会の実

施 

庄内総合支庁 

建設総務課 

○中学生や高校生を対象に、地元建設業の

役割や魅力の紹介 
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庄内総合支庁 

地域産業経済課 

○大学等進学者及び保護者向けに、地元企

業の情報を掲載したガイドブックの作成 

○大学等進学者の保護者に対し、地元就職

に関する情報等の提供 

○新卒学生及びＵＩＪターン希望者を対象

とした地元企業の就職説明会の開催 

地域や企業と連携した職場体

験、インターンシップの推進 

雇用・産業人材育成課 
○やまがた地方創生インターンシップ事業

の実施 

高校教育課 

義務教育課 

高等教育政策・学事

文書課 

○職業人講話や職場体験等による地域と連

携したキャリア教育の推進 

○経済団体や地域企業と連携したインター

ンシップの実施 

最上・庄内総合支庁 

建設総務課 

○中高生を対象とした地元建設業への就職

促進のための取組みを支援 

庄内総合支庁 

地域産業経済課 

○中高生を対象とした地元企業の職業体験

会「ＷＡＫＵ ＷＡＫＵ ＷＯＲＫ」の開催

【再掲2-(1)-①】 

ものづくりや農業などの担い

手の育成に向けた学校と大学

や企業との連携強化 

農政企画課 

○東北農林専門職大学キャリアサポート・

研修センター、東北農林専門職大学附属

農林大学校における高校、大学や企業等

と連携した研修等の実施 

高校教育課 

○産業系高校に学ぶ高校生を対象にした長

期を含むインターンシップの推進 

○山形大学農学部、東北農林専門職大学、東

北農林専門職大学附属農林大学校、農業

に関する学科を置く県立高等学校の４機

関連携による農業の担い手育成の推進 

大学生等の県内就職促進を目

的とした奨学金返還支援の実

施 

産業創造振興課 
○大学等を卒業後、県内で就業・定住する若

者を対象とした奨学金の返還支援 
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◆事業展開②  就業意欲・能力の向上 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

小・中・高等学校の教育活動全

体を通した組織的・系統的な

キャリア教育の推進 

義務教育課 

高校教育課 

○小・中・高をつなぐキャリア・パスポート

の活用によるキャリア教育の推進 

産業創造振興課 
○高校生がＡＩ技術の基礎を学ぶ「やまが

たAI部」の活動への支援 

企業や労働者のニーズを捉え

たリスキリングの普及推進 
雇用・産業人材育成課 

〇経営者層等に向けたリスキリングセミナ

ーの実施 

〇県内の在職者等のデジタル技術の利活用

スキル向上のための研修 

職業訓練による技術者・技能

者の養成に向けたキャリア教

育の更なる推進 

雇用・産業人材育成課 

○県独自のポータルサイトを活用した企業

情報、求人情報、インターンシップ受入情

報等の積極的な発信による県内企業の認

知度向上と就職促進【再掲2-(1)-①】 

○県立職業能力開発施設における職業訓

練・在職者訓練の実施 

○認定職業訓練施設での職業訓練経費の一

部補助 

多様な職業体験や職業訓練機

会の充実 

雇用・産業人材育成課 

○産業技術短期大学校において高度職業訓

練を実施 

○職業能力開発校において普通職業訓練を

実施 

○県立職業能力開発施設における職業訓

練・在職者訓練の実施【再掲2-(1)-②】 

○認定職業訓練施設での職業訓練経費の一

部補助【再掲2-(1)-②】 

建築住宅課 
○新規入職した若手大工技能者の技能習得

を支援 

農林水産業への就業支援 

農業経営・所得向上

推進課 

○農業関係機関等との連携による、参加者

の希望に沿った農業実習研修等の実施 

森林ノミクス推進課 

○関係機関・団体との連携による、就業・

定着段階まで各段階に応じた林業就業相

談・研修・就業準備給付金・技能者の育

成等の実施 

○「東北農林専門職大学 森林業経営学

科」及び「東北農林専門職大学附属農林

大学校 林業経営学科」の学生が安心し

て学修に専念できるよう給付金を支給 

職業を通じて社会の一員として役割を果たす意義を理解し、社会的自立の基盤とな

る能力や態度を身につけるよう、学童期からの計画的・系統的なキャリア教育を推進

するとともに、職業訓練による技術者の育成を推進します。 
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 水産振興課 

〇関係機関との連携による、漁業就業のた

めの基礎技術・経営ノウハウ習得支援の

実施 

新規学卒者及び既卒者の正規

雇用に向けた支援の充実 

高校教育課 

雇用・産業人材育成課 

○県高校就職指導連絡会議の開催により、

関係機関と連携した就職支援、未内定者

への個別支援の実施 

○山形県若者就職支援センターの設置・運

営により、若年者の就職について、地域

の学校・企業と連携しながら、高等学

校、大学等の在学中から職場定着まで一

貫した支援を実施 

ひとり親家庭への資格取得の

ための支援の充実 
子ども家庭福祉課 

○「ひとり親家庭就業・自立支援センター」

における就業支援講習会の実施 

○就職に有利な資格取得に向け、養成機関

で修業する期間中の学費、生活費、住居

費、通学費、就職に要する経費の給付や貸

付けなど、切れ目なくパッケージ化した

支援の実施（資格取得パッケージ支援） 

○職業能力開発のための講座を受講したひ

とり親家庭の親への講座受講料の一部を

給付 

○高卒認定試験合格のための講座を受講す

るひとり親家庭の親子への受講料の一部

を給付 

新たな農林業の担い手への東

北農林専門職大学、東北農林

専門職大学附属農林大学校の

教育・研修カリキュラムの充

実 

農政企画課 

○農業関係機関等との連携による、学生の

希望に沿った農業実習研修等の実施 

○優れた技術と経営力、国際競争力を持っ

て農業・森林業のリーダーとなる人材を

養成するカリキュラムの実施 

○農業に興味を持つ段階から農業経営を発

展・確立する段階まで様々な研修機会の

提供による山形の農業を牽引する人材の

育成。また、新規林業従事者等を対象とし

た森林・林業に関する基礎的な研修の実

施 

○農林業の担い手として即戦力となる、高

い専門性と幅広い知識・技術や経営能力

を備えた実践的な人材を育成するカリキ

ュラムの実施 
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◆事業展開③  相談支援体制の充実 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

ハローワークと連携した若者

就職支援センターなどの就

職・生活相談機能の強化 

雇用・産業人材育成課 

○県が有する職業相談機能と、国が有する

職業案内機能の一体的な提供による就職

支援 

働くことに悩みを抱えている

若者に対する職業的自立に向

けた相談支援体制の整備 

雇用・産業人材育成課 

○地域若者サポートステーションにおけ

る、ニート等の若者の職業的自立を支援

するための、個々のケースに対応した具

体的な支援プログラムの実施 

Ｕターン就農者、非農家出身

者、異分野からの新規参入者

などに対する情報提供やきめ

細かな相談・支援体制の整備 

農業経営・所得向上

推進課 

○農業関係機関と連携した、首都圏におけ

るＰＲ活動や出展相談の実施 

○新規就農者の確保・育成に向け、就農準

備段階から就農後の定着まで総合的な支

援 

 

  

ハローワークとの連携による就職相談機能の強化のほか、若者に対する職業的自立

に向けた支援の整備、新規就農者等に対するきめ細かな相談支援体制の整備を推進し

ます。 
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   人口減少社会において、社会の活力を持続していくために、地域における若者の力

量を高め、若者が活躍できる環境づくりを推進します。 

◆事業展開①  若者が活躍できる魅力的な地域づくり 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

若者の主体的な取組み、多様

な活動の促進 

多様性・女性若者活

躍課 

○若者の地域活動を支援する相談窓口の設

置・運営 

○若者の地域課題を解決する、地域の元気

創出に資する活動への支援 

○地域活動に興味のある若者の新たなつな

がりを生む交流機会の創出 

消費生活・地域安全課 

○やまがた社会貢献基金の活用による若者

の地域活動促進を行うＮＰОなどの取組

みに対する助成 

○ボランティア団体・ＮＰОによる情報発

信機能の充実により若者をはじめとする

幅広い世代による社会貢献活動の促進 

生涯教育・学習振興課 

〇こどもたちの地域活動・ボランティア活

動への関心を高めるための活動機会の提

供 

〇地域の住民や企業・団体等との連携によ

る青少年の地域活動・ボランティア活動

の促進【再掲 1-(4)-②】 

村山総合支庁 

総務課連携支援室 

○村山地域の高等教育機関が有する知見の

活用による、地域コミュニティ等におけ

る課題を解決するための実践活動の新た

な展開に向けた調査研究、大学生等との

交流を通した地域コミュニティ等におけ

る新たな実践活動の展開に対する支援 

村山総合支庁 

北村山総務課連携支

援室 

○地域の中・高校生や大学生の除雪ボラン

ティアによる雪処理の支援や、地域住民

の協力による地域除排雪体制を構築する

ことにより、地域における雪処理の担い

手の育成及び確保 

対応の方向 

推進方策(２)      若者の活躍促進 

若者の主体的な取組みや多様な活動を支援するとともに、新たなつながりが生ま

れる交流機会を創出するなど、若者の地域活動への参加につながる環境整備を進め

ます。また、若者の声を聴く仕組みにより、若者の意見を県づくりに反映していきま

す。 
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最上総合支庁 

総務課連携支援室 

○「新庄・最上ジモト大学」において、最上

地域の高校生を対象に地域課題等に関す

る住民等との対話や協働等を通じて、地

域住民としての当事者意識を醸成し、将

来の定住や地域の中核となる人材の育

成。 

〇若者の地元回帰や活動意欲向上を図るた

め、高校生・大学生・地域の若者等の交流

会の開催 

置賜総合支庁 

総務課連携支援室 

○地域の若者や若手行政職員で組織する

「おきたま元気創造ラボ」において、若者

視点で地域活性化の取組みの展開 

庄内総合支庁 

総務課 

○庄内地域で活躍する若者の参画による

「庄内若者協働考房」において、庄内創生

に向けた取組みや課題解決のための意見

交換を行い、施策や事業に反映させると

ともに、庄内地域の若者のネットワーク

の強化や拡大を図るための交流学習会の

開催 

新規事業の創出やビジネス人

材の育成 
産業創造振興課 

○起業・創業に向けたワンストップ窓口に

コワーキングスペースを併設した「スタ

ートアップステーション・ジョージ山

形」の運営補助 

○商工会議所を中心に県内の商工支援団体

等を構成員とする「創業支援ネットワー

ク」を実施主体とし、創業を予定する者

または創業後間もない小規模事業者へ創

業時に要する経費の一部を助成 

起業家教育（アントレプレナ

ーシップ教育）の展開 
高校教育課 

○大学等から起業に至るノウハウを学び、

地元企業等と連携して起業を目指す体験

活動等の推進 

ボランティア活動の普及・活

性化の促進 
地域福祉推進課 

○市町村社会福祉協議会のボランティアセ

ンターの活動強化のため、山形県ボラン

ティア・市民活動振興センターの運営の

支援 

青少年による地域貢献活動の

促進【再掲 1-(4)-②】 
生涯教育・学習振興課 

〇こどもたちの地域活動・ボランティア活

動への関心を高めるための活動機会の提

供 

〇地域の住民や企業・団体等との連携によ

る青少年の地域活動・ボランティア活動

の促進【再掲 1-(4)-②、2-(2)-①】 

若者の声を聴く仕組みづくり

の推進【再掲 1-(1)-①】 

多様性・女性若者活

躍課 

○若者同士が県や県政について意見交換す

る場の創出 

〇県内外の本県にゆかりのある若者を対象

とした、地域活動や山形での暮らし方・働

き方に関する意見の聴取 
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広報広聴推進課 
○知事と若者が車座になって対話する対話

会の開催 

若者の県づくりへの参画推進 

【再掲 1-(1)-①】 

多様性・女性若者活

躍課 

○県審議会等への若者の積極的な登用の推

進 

若年女性の活躍推進 
多様性・女性若者活

躍課 

○県男女共同参画センター「チェリア」に

おける人材育成事業の実施 

○様々な分野で活躍する女性（ロールモデ

ル）の紹介・周知 

○固定的な性別役割分担意識や無意識の思

い込み（アンコンシャス・バイアス）の

解消に向けた啓発媒体等による情報発信

の強化 

○山形で暮らし働く女性同士の交流等によ

る女性のエンパワーメントの推進 

○男女共同参画の視点を持った次世代を担

う人材の育成 

 

◆事業展開②  若者の活躍を推進する気運醸成 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

若者の多様な活動や山形の魅

力を知る機会の充実 

多様性・女性若者活

躍課 

○若者交流ネットワークサイトなどによる

若者の多様な地域活動やイベントなどの

情報発信 

○若者による山形での多様な働き方や山形

暮らしの魅力の情報発信【再掲 1-(2)-

①】 

○「やまがた若者応援大使」による若者活躍

や山形の魅力の情報発信 

若者の活動に対する顕彰 

消費生活・地域安全課 

多様性・女性若者活

躍課 

○社会貢献活動や地域活性化に寄与する若

者等の取組みの顕彰 

産業技術イノベーシ

ョン課 

○若者研究者の科学技術に関する優れた研

究に対する顕彰（山形県科学技術奨励賞） 

 

  

若者の活躍を推進する気運を醸成するため、若者活躍の情報を発信するとともに、

若者の優れた功績・成果や地道な取組みを顕彰します。 
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   男女が協力して家庭を築き、こどもを生み育てることの意義を理解し、互いを大切

に思う家族観の醸成を図ります。 

◆事業展開①  将来の人生設計を考えるライフデザイン形成支援 

 

 

 

事業構成 担当課 施策の概要 

高校生等を対象としたライフ

デザインを考える機会の提供 
しあわせ子育て政策課 

○高校生や大学生等を対象とした結婚や子

育てを含めた自らの将来を考えるための

「ライフデザインセミナー」の開催 

若手社会人を対象としたライ

フデザインを考える機会の提

供 

しあわせ子育て政策課 

○入社間もない若手社会人を対象とした結

婚や子育てを含めた自らの将来を考える

ための「ライフデザインセミナー」の開催 

若い世代の乳幼児とのふれあ

いを通した結婚観・家族観の

醸成 

総合支庁 

子ども家庭支援課 

○若者に子育て支援を体験する機会の提供

（村山） 

○子育て中の親子と若い世代とのふれあい

事業による若い世代の結婚観・家族観の

醸成（置賜） 

山形での結婚・子育て情報の

提供 
しあわせ子育て政策課 

○「山形で子育てしたい」という希望が持て

るよう、結婚や子育て支援、子育てしやす

い環境であることを県内外へ情報発信 

 

  

推進方策(３)      家族観の醸成 

乳幼児とのふれあい体験や、結婚、妊娠・出産、子育て、就労など自らのライフデ

ザインを考える機会を提供します。 

対応の方向 
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   結婚や家庭を築くことに夢や希望を持つことができる環境づくりを進め、結婚を望

む人の希望が叶うよう、出会いの場の提供、結婚に繋がる支援の充実を図ります。 

◆事業展開①  出会いから成婚までの総合的な支援 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

「やまがたハッピーサポート

センター」によるオール山形

での結婚支援の充実 

しあわせ子育て政策課 

○総合相談窓口によるきめ細かな支援 

○マッチングシステムを活用した出会いの

支援 

○結婚支援に関する情報発信 

ボランティア仲人による結婚

支援の充実 
しあわせ子育て政策課 

○「やまがた縁結びたい」による広域的な独

身者情報の共有による仲人活動の推進 

企業間交流による出会いの場

づくり 
しあわせ子育て政策課 ○企業に勤務する独身者の交流機会の創出 

地域との連携による広域的な

結婚支援活動の促進 

村山総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内市町等が連携した広域婚活イベント

等の開催 

最上総合支庁 

子ども家庭支援課 

○市町村及び民間で組織する婚活推進組織

との連携による結婚支援事業の実施 

○「やまがた縁結びたい」の相談者の増加

を図るための周知や活動支援 

置賜総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内市町村の結婚支援者の情報交換会及

び研修会の開催による交流の促進等、結

婚支援活動の活性化 

庄内総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内の市町・結婚支援団体等との情報共

有、ネットワーク構築及び連携した取組

みに関する意見交換等を行うための連絡

会議の開催 

 

推進方策(４)   結婚支援の推進 

結婚に希望を持ち、その希望が叶うよう、社会全体で出会い・結婚を応援する体制

づくりを推進します。 

対応の方向 
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◆事業展開②  結婚応援の気運醸成 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

地域の身近な立場から結婚を

応援する仕組みづくり 
しあわせ子育て政策課 

○身近な立場での出会いや結婚に関する情

報提供ができるサポート体制の構築 

「やまがたハッピーサポート

センター」によるオール山形

での結婚支援の充実【再掲 2-

(4)-①】 

しあわせ子育て政策課 
○ホームページでの動画配信や各種催事等

での結婚支援の取組みのＰＲ 

県・市町村の結婚支援に関す

る取組みの情報提供 
しあわせ子育て政策課 

○県や市町村が行う結婚支援の取組みを若

者に向けて積極的に情報発信 

企業との連携による結婚支援

活動の展開 
しあわせ子育て政策課 

○企業と連携した結婚支援の取組みのＰＲ

やイベント等に参加しやすい環境づくり 

出会いの場づくりなど結婚活

動を応援する地域の取組みの

促進 

村山総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内市町村等が連携した広域婚活イベン

ト等の開催【再掲 2-(4)-①】 

最上総合支庁 

子ども家庭支援課 

○市町村及び民間で組織する婚活推進組織

との連携による婚活事業の PR、助言及び

情報提供等 

置賜総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内市町村の結婚支援者の情報交換会及

び研修会の開催による交流促進等、結婚

支援活動の活性化【再掲2-(4)-①】 

庄内総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内市町と連携した結婚相談会や婚活イ

ベント等の実施 

 

  

自治体や企業、個人が連携し、若者が結婚を前向きにとらえられるような意識啓発

活動や、出会い・結婚につながる応援活動を展開するとともに、活動団体の連携強化

と支援の充実による結婚応援の気運醸成を図ります。 



78 

 

 

 

 

 

   山形で暮らすことの魅力や県内の企業情報の発信のほか、職業相談から職業紹介ま 

での総合的な就業支援の強化を図ります。 

◆事業展開①  「やまがた暮らし」の魅力発信 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

首都圏等におけるイベントや

各種媒体を活用した「やまが

た暮らし」の魅力発信 

移住定住・地域活力

創生課 

○移住交流ポータルサイトやＳＮＳを活用

した情報発信 

○首都圏における移住・人材確保のための

イベントの開催 

県外在住の若い女性を対象と

した「やまがた暮らし」の魅力

発信 

しあわせ子育て政策課 ○山形県での結婚支援に関する情報の発信 

子育て世帯に向けた「子育て

するなら山形県」の魅力発信 
しあわせ子育て政策課 

○「山形で子育てしたい」という希望が持

てるよう、子育て支援や子育てしやすい

環境であることの情報発信【再掲 1-(3)-

①】 

○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）やＳＮＳ、県広報誌、フリーペーパ

ー等を活用した積極的な情報発信 

農林水産業に興味がある県外

の女性や若者等へ本県の魅力

を情報発信 

農業経営・所得向上

推進課 

水産振興課 

森林ノミクス推進課 

○「儲かる農業」を実践するための秘訣を語

り合う動画や多様な担い手が本県での就

農メリット等を語る動画をユーチューブ

に配信し、本県の農業の魅力を発信 

○県ＨＰ「やまがた漁業ＳＴＡＲＴ」によ

り、新たに漁業を始める方々や、山形に移

り住んで漁業を営もうとする方に向けて

本県の漁業の魅力や就業支援等の情報を

発信 

〇林業の魅力や森林でのイベント等「やま

がた森林ノミクス」に関連する情報を広

く発信 

若者による山形の魅力発信 
多様性・女性若者活

躍課 

○若者による山形での多様な働き方や山形

暮らしの魅力の情報発信【再掲 1-(2)-①】 

県内進学のメリット等の発信 
高等教育政策・学事

文書課 

○県内高等教育機関等の各種情報や県内進

学のメリット等の発信 

 山形の暮らしに関心を持つ人の拡大に向け、恵まれた自然環境や県内企業の魅力、

住まいや子育て環境などの情報を効果的に発信します。 

対応の方向 

推進方策(５)     若い世代の移住・定住促進 
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◆事業展開②  若い世代の呼び込みの強化 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

移住者を含む子育て世帯に対

する保育料等の支援 
子ども成育支援課 

○全国一律の幼児教育・保育の無償化に加

え、０～２歳児の保育料の段階的負担・

軽減を市町村と連携して実施 

○同一世帯で複数の児童が保育所及び届出

保育施設等を利用している場合の２人目

以降の利用料の軽減 

○低所得世帯及び多子世帯に対する放課後

児童クラブ利用料の助成 

若者・子育て世帯の移住に対

する支援 

移住定住・地域活力

創生課 

○県外から本県へ移住する若者・子育て世

帯への支援金の支給 

移住者に対する食の支援 

移住定住・地域活力

創生課 

子ども家庭福祉課 

○県外からの移住世帯に対する本県の米・

味噌・醤油の提供 

○移住するひとり親家庭へ、食・家賃・職を

トータルで支援するモデル事業の実施 

移住者に対する住宅支援 

建築住宅課 

○住宅リフォーム工事に対する支援（補助） 

○中古住宅の購入に対する支援（補助） 

○移住者等の住宅確保要配慮者向けセーフ

ティネット住宅として登録する空き家な

どの改修工事に対する支援 

移住定住・地域活力

創生課 

○県外からの移住世帯に対する賃貸住宅の

家賃補助 

子ども家庭福祉課 

○移住するひとり親家庭へ、食・家賃・職を

トータルで支援するモデル事業の実施

【再掲2-(5)-②】 

県内企業・雇用に関する情報

発信やＵＩＪターン希望者と

企業とのマッチング支援の充

実 

雇用・産業人材育成課 

各総合支庁 

地域産業経済課 

○進学等により県外に在住している若者に

対する就職相談、無料職業紹介、県内企業

（就職）情報の提供によるＵターン就職

支援 

○山形労働局等関係機関と連携した進路ガ

イダンス、企業説明会の開催 

○県独自のポータルサイトを活用した企業

情報、求人情報、インターンシップ受入情

報等の積極的な発信による県内企業の認

知度向上と就職促進 

○県外在住のＵIターン希望者に対する面

接等のための交通費助成による就職活動

の支援 

 ＵＩＪターン希望者と企業とのマッチング支援など、県内への円滑な就業・就農に

向けた紹介・あっせん機能を強化します。 
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子ども成育支援課 

○中高生やその保護者等を対象に、本県で

保育士として働く魅力を伝えるセミナー

を開催 

○県内保育施設への就職促進のため、保育

士養成施設の学生に向け、県内で働く先

輩保育士等が、保育士として働く魅力を

伝える動画等の作成 

○県外保育士養成校の学生に対する県内で

のインターンシップ等の交通費の助成 

庄内総合支庁 

 地域産業経済課 

○大学等進学者及び保護者向けに、庄内地

域の企業情報を掲載したガイドブックの

作成【再掲2-(1)-①】 

○大学等進学者の保護者に対し、地元就職

に関する情報等の提供【再掲2-(1)-①】 

○新卒学生及びＵＩＪターン希望者を対象

とした地元企業の就職説明会の開催【再

掲2-(1)-①】 

ＵＩJ ターン希望者の県内へ

の円滑な就農に向けた支援 

農業経営・所得向上

推進課 

○農業関係機関と連携した、首都圏におけ

るＰＲ活動や出展相談の実施 

○国庫事業対象外の県外からの新規就農者

へ就農資金の助成 

医療職を目指す若者の県内定

着回帰の促進 

医療政策課 

○県内の高校生を対象に病院等と連携した

看護師体験セミナーの実施 

○県外の医科大学に進学した県出身医学生

を対象に、県の医師確保施策や県内の研

修病院の情報提供 

村山総合支庁 

保健企画課 

○村山地域の小中学生を対象に、医師・看護

師等の医療従事者を講師とした出前授業

の開催 

最上総合支庁 

保健企画課 

○最上地域の中学生・高校生等を対象とし

た動機付け・進学支援のためのセミナー

等の開催 

○最上地域の看護職と看護学生の交流会等 

の開催 

置賜総合支庁 

保健企画課 

○置賜地域の小中学生等を対象に、看護師

の仕事を学ぶ学習会の開催 

○看護職ＰＲパンフレットの配布やホーム

ページによる看護職の魅力等について情

報提供 

庄内総合支庁 

保健企画課 

○庄内地域の小・中学生及び高校生を対象

に、管内医療機関の協力のもと学校に赴

いて看護師の仕事を学ぶ学習会の開催 

○庄内地域の高校生を対象に管内医療機関

の協力のもと、医療機関を会場に看護師

体験セミナーの開催 
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○看護職ＰＲパンフレットの配布や学習

会・体験セミナーの状況をＳＮＳで発信

し、看護職の魅力等について情報提供 

地域産業の担い手となる学生

の県内定着回帰の促進 

産業創造振興課 
○県と市町村、地元産業が連携し、奨学金返

還の支援 

雇用・産業人材育成課 

○県内企業の経営者と県内外の若手社員・

学生との座談会の開催 

○山形県若者就職支援センターの設置・運

営により、若年者の就職について、地域の

学校・企業と連携しながら、高等学校、大

学等の在学中から職場定着まで一貫した

支援を実施【再掲 2-(1)-②】 

高校教育課 

○教員による企業訪問（求人開拓、卒業生の

激励・相談）や卒業１年目の県内就職者へ

の事後指導の実施 

○望ましい勤労観・職業観を身に付け、地域

産業の発展に貢献する高校生を育成する

キャリア教育の推進 

最上総合支庁 

地域産業経済課 

○高校生等に地域企業の魅力を伝える特別

事業の実施、高校生の保護者を対象とし

た進路選択セミナーの開催、小学生等に

向けた地域の産業を紹介する通信の発行 

【再掲 2-(1)-①】 

○大学生等に向けた地元企業への見学バス

ツアー及びインターンシップの実施 

【再掲 2-(1)-①】 

置賜総合支庁 

地域産業経済課 

○「企業魅力発見企画運営協議会」を設置 

○企業見学会（バスツアー）の開催 

○企業が学校に出向き、生徒に職業体験し

てもらう「ＷＡＫＵ ＷＡＫＵ ＷＯＲＫ」

の開催 

○進学校の高校生を対象に、地域の企業経

営者等から地域企業の魅力や産業界で働

くことの意義を伝えるセミナーの開催 

庄内総合支庁 

地域産業経済課 

○中高生を対象とした地元企業の職業体験

会「ＷＡＫＵ ＷＡＫＵ ＷＯＲＫ」の開催

【再掲 2-(1)-①】 

○高校生と地元企業との交流会の開催【再

掲 2-(1)-①】 

○大学等進学予定の高校生や管内大学生を

対象とした地域産業への理解を促進する

セミナーの開催【再掲 2-(1)-①】 

基本の柱３  安心して山形でこどもを生み育てるために 

 
現状と課題 
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国立社会保障・人口問題研究所が実施した令和３年度出生動向基本調査によると、こど

もがいない夫婦の約６割が「欲しいけれどもできない」と回答し、不妊に悩んでいます。 

 また、晩婚化の影響で、男女ともに、こどもを持ちたいと希望される方の年齢が高まる

傾向が見られます。年齢の上昇に伴い、妊娠する可能性が低下し、妊娠・出産に伴うリス

クが大きくなります。 

若いときから性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を促すプレコンセプシ

ョンケアの推進が重要です。 

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦を取り巻く環境が大きく変化している中

で、医療、保健、教育、福祉などのより幅広い関係分野での取組みが必要であることか

ら、こどもの権利を尊重した各種施策、周産期医療や小児医療等が切れ目なく提供される

よう、総合的な取組みを推進する必要があります。 

本県の共働き率は高く、正職員として働く女性が多い特徴があります。また、育児をし

ている女性の有業率も高い割合で推移しており、子育てをしながら働く女性が全国に比べ

て多い現状にあります。 

このような背景から保育需要は増加・多様化しており、それに対応した保育人材の確

保・保育サービス等の充実を図ることが必要です。 

 

 

 

 

  

 

 

【推進方策（２） 妊娠前から妊娠期、出産・子育て期までの切れ目のない支援】 

・男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を促す「プレコンセ

プションケア」を推進します。また、不妊、不育症に悩む夫婦を支援するため相談窓口

を設置するとともに、経済的負担の軽減を図ります。 

・母子健康管理の観点から実施している妊婦及び産婦健康診査や、妊娠期から出産・子育

てまで一貫して身近で相談に応じ、産後ケア事業など様々なニーズに即した必要なサー

ビスにつなぐ妊婦等包括相談支援事業を推進することにより、妊娠期から子育て期にわ

たる切れ目ない支援体制を整備します。 

 

【推進方策（３） 多様な保育サービスの充実】 

・就業形態や家庭環境等により多様化するニーズに対応できる保育サービスの充実とそ

れを提供できる人材を育成・確保し、保育の質を高めてまいります。 

重点的に取組む事項 
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   こどもを持つことや望む数のこどもを授かる希望が叶い、安心して妊娠・出産でき

る環境づくりを推進します。 

◆事業展開①  妊娠・出産を支援する体制の充実 

 

 

事業構成 担当課 施策の概要 

性や妊娠・出産や不妊治療に

関する正しい知識の普及啓発 

子ども成育支援課 

○妊娠・出産に関する正しい知識を身につ

けるための啓発リーフレットの作成・配

布等 

○市町村及び各総合支庁母子保健担当者を

対象とした研修会の実施 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○プレコンセプションケアを含む妊娠・出

産や不妊治療に関する正しい知識を若い

世代に普及するためのセミナーの開催 

○各総合支庁で設置している、男女を問わ

ず性や妊娠・出産に関する健康支援をラ

イフステージに応じ切れ目なく行う「性

と健康の相談センター」における正しい

情報の提供や相談体制の強化 

不妊治療に対する支援の充実

と受診しやすい環境づくり 

子ども成育支援課 

○不妊治療に関する正しい知識の普及啓

発、不妊専門相談センターの設置、保険適

用された不妊治療（生殖補助医療）に係る

自己負担額の一部助成に関する周知広報 

村山総合支庁 

子ども家庭支援課 

○助産師（不妊症認定看護師）による不妊治

療等に関する相談支援 

不妊検査・不妊治療に取り組

む夫婦等への経済的負担の軽

減 

子ども成育支援課 

○夫婦等が初めて受けた不妊検査に係る自

己負担額の一部助成 

○保険適用された不妊治療（生殖補助医療）

に係る自己負担額の一部助成 

不妊に悩む方を対象とした診

療 
県立病院課 

○新庄病院で不妊に悩む方を対象とした診

療の実施 

不育症の相談支援 子ども成育支援課 

○不妊専門相談センターにおける不育症に

関する相談支援 

○医療保険が適用されない不育症の検査に

要する経費の支援等 

がん等患者の妊孕
にんよう

性
せい

温存療法

及び温存後生殖補助医療に係

がん対策・健康長寿

日本一推進課 

○がん等の治療に伴い、卵巣や精巣の機能

が低下する可能性のある小児・AYA世代が

推進方策(１)     妊娠・出産の希望実現 

 プレコンセプションケアを推進するとともに、妊婦等の不安感、負担感の軽減や、

不妊に悩む夫婦に対する支援など、妊娠・出産の支援体制の充実を図ります。 

対応の方向 
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る治療費助成 ん等患者への胚・卵子・精子凍結保存に

要する経費の助成 

○凍結保存した胚・卵子・精子を用いた生

殖補助医療に要する経費の助成 

 

◆事業展開②  周産期医療体制の充実 

 

 

 

事業構成 担当課 施策の概要 

周産期医療提供体制の機能強

化 

医療政策課 

○ハイリスク分娩の処置に関する研修等に

よる関係医療従事者の資質向上 

○周産期医療関係機関の連携体制強化と関

係医療従事者の資質向上 

○総合・地域周産期母子医療センターの運

営に対する支援 

県立病院課 
○中央病院における総合周産期母子医療セ

ンターの運営 

ＮＩＣＵ長期入院児の退院後

の在宅医療支援 
医療政策課 

○外出時の一時預かりなどの保護者ニーズ

に応じた一時受入れ施設に対する支援 

 

  

リスクの高い妊産婦や新生児などに専門的医療を適切に提供することにより、安心

して出産できるよう、総合的な周産期医療提供体制の機能強化を図ります。 
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  男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を促す「プレコ

ンセプションケア」を推進します。また、こどもや子育てに関する相談窓口の連携強

化により、子育ての不安や悩みに対応する体制の充実、情報発信の強化を図り、妊

娠・出産から子育てまでの切れ目ない支援を推進します。 

◆事業展開①  こどもや子育てに関する情報提供の推進 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

性や妊娠・出産や不妊治療に

関する正しい知識の普及啓発

【再掲 3-(1)-①】 

子ども成育支援課 

○妊娠・出産に関する正しい知識を身につ

けるための啓発リーフレットの作成・配

布等 

○市町村及び各総合支庁母子保健担当者を

対象とした研修会の実施 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○プレコンセプションケアを含む妊娠・出

産や不妊治療に関する正しい知識を若い

世代に普及するためのセミナーの開催 

○各総合支庁で設置している、男女を問わ

ず性や妊娠・出産に関する健康支援をラ

イフステージに応じ切れ目なく行う「性

と健康の相談センター」における正しい

情報の提供や相談体制の強化 

妊娠・出産・子育てに関する各

種媒体を活用したきめ細かな

情報提供の強化 

しあわせ子育て政策課 

○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）やＳＮＳ、県広報誌、フリーペーパー

等を活用した積極的な情報発信 

子ども成育支援課 

○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）を活用した、妊娠から出産、子育てに

関する情報発信 

○やまがた子育て応援サイトによるメール

相談の実施 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○地域みんなで子育て応援団による地域に

密着した子育て支援情報の発信 

 

  

推進方策(２)  妊娠前から妊娠期、出産・子育て期までの切れ目ない支援 

性や妊娠に関する正しい知識の普及啓発とともに、妊娠・出産、子育ての不安感・

負担感を軽減するための各種媒体を活用した情報発信を強化し、子育て支援サービス

の利用促進を図ります。 

対応の方向 



86 

 

◆事業展開②  子育て等に関する相談機能の充実 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

性や妊娠・出産や不妊治療に

関する正しい知識の普及啓発

【再掲 3-(1)-①】 

子ども成育支援課 

○妊娠・出産に関する正しい知識を身につ

けるための啓発リーフレットの作成・配

布等 

○市町村及び各総合支庁母子保健担当者を

対象とした研修会の実施 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○プレコンセプションケアを含む妊娠・出

産や不妊治療に関する正しい知識を若い

世代に普及するためのセミナーの開催 

○各総合支庁で設置している、男女を問わ

ず性や妊娠・出産に関する健康支援をラ

イフステージに応じ切れ目なく行う「性

と健康の相談センター」における正しい

情報の提供や相談体制の強化 

妊娠・出産から子育て期まで

切れ目なく子育て家庭に寄り

添う支援体制の整備 

子ども成育支援課 

子ども家庭福祉課 

○市町村における妊娠から出産、子育て期

にわたり支援を行う「こども家庭センタ

ー」の運営への支援 

○「こども家庭センター」に配置する、母子

保健コーディネーターの育成 

子ども成育支援課 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○市町村が実施する産後ケア事業の運営へ

の支援 

〇産後ケア事業について、関係機関が連携

した協議の場の設置、広域調整、人材育

成、緊急時の対応と支援、広域的な情報発

信と啓発活動等の広域的支援 

妊娠期からこどもの成長段階

に応じた相談支援体制の充実 

 

子ども成育支援課 

 

○市町村が実施する妊婦のための支援給付

体制や妊婦等包括相談支援事業（伴走型

相談支援）の運営への支援 

○やまがた子育て応援サイトによるメール

相談の実施【再掲 3-(2)-①】 

子ども成育支援課 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○市町村が実施する産後ケア事業の運営へ

の支援 

〇産後ケア事業について、関係機関が連携

した協議の場の設置、広域調整、人材育

成、緊急時の対応と支援、広域的な情報発

信と啓発活動等の広域的支援【再掲 3-

(2)-②】 

国際人材活躍・コン

ベンション誘致推進課 

○外国人総合相談ワンストップセンターに

おける外国人相談窓口の設置 

安心して妊娠・出産、子育てができるように、正しい知識の普及啓発と相談支援体

制の充実を図ります。 



87 

 

 
各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○各総合支庁で設置している、男女を問わ

ず性や妊娠・出産に関する健康支援をラ

イフステージに応じ切れ目なく行う「性

と健康の相談センター」における正しい

情報の提供や相談体制を強化【再掲 3-

(1)-①】 

○こどもの発達等で困った時の相談窓口を

まとめたリーフレットの作成 

子育てに不安感や孤立感を抱

える親への支援 
子ども成育支援課 

○子育て支援センター等における育児相談

や指導、子育て情報の提供等の育児支援 

子育て中の親子が集う居場所

づくりの推進【再掲 1-(4)-①】 
子ども成育支援課 

○子育て支援センター等における親子の交

流、育児相談や指導、子育て情報の提供

等の育児支援 

小児救急電話相談等の実施 医療政策課 

○保護者の不安解消を図る小児救急電話相

談の実施 

○ガイドブック等を活用した小児救急医療

に関する知識の普及啓発 

子育てや家庭教育の相談体制

の充実 
生涯教育・学習振興課 

○家庭教育電話相談「ふれあいほっとライ

ン」による、保護者が子育てや家庭教育

の悩みなどについて気軽に相談できる体

制の充実【再掲3-(2)-②】 

小児救急啓発事業の実施 

医療政策課 

各総合支庁 

保健企画課 

○保護者の不安解消を図る小児救急にかか 

る講習会の実施 
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◆事業展開③  切れ目のない母子保健サービスの提供体制の整備 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

様々なリスクを有する妊産婦

を早期に把握し、産前・産後の

支援体制の整備 

子ども成育支援課 

○市町村が実施する妊婦健康診査や産婦健

康診査体制整備・充実への支援 

○市町村が実施する妊婦のための支援給付

体制や妊婦等包括相談支援事業（伴走型

相談支援）の運営への支援【再掲 3-(2)-

②】 

○市町村における妊娠から出産、子育て期

にわたり支援を行う「こども家庭センタ

ー」の運営への支援【再掲 3-(2)-②】 

○「こども家庭センター」に配置する、母子

保健コーディネーターの育成【再掲 3-

(2)-②】 

※上記には、流産・死産等を経験された方も含む。 

子ども成育支援課 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

〇市町村が実施する産後ケア事業の運営へ

の支援 

〇産後ケア事業について、関係機関が連携

した協議の場の設置、広域調整、人材育

成、緊急時の対応と支援、広域的な情報発

信と啓発活動等の広域的支援【再掲 3-

(2)-②】 

子ども家庭福祉課 

○妊産婦（特定妊婦を含む）、子育て世帯、

こどもへの包括的な支援を行う市町村の

こども家庭センターの設置・運営及び家

庭支援事業の実施に対する支援 

○安全・安心な環境で母子が同居しながら 

 支援を受けることができる母子生活支援 

施設等との連携による特定妊婦等への支 

援 

子ども成育支援課 

地域福祉推進課 

障がい福祉課 

○メンタルヘルスの課題を抱える妊産婦へ

の支援を行う関係機関の連携体制構築・

充実 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○メンタルヘルスの課題を抱える妊産婦へ

の支援を行う関係機関の連携体制構築・

充実 

○メンタルヘルスに課題を抱える妊産婦の

支援者に対し、精神科医師等が対応方法

等を助言、ケース検討会を行う妊産婦メ

ンタルサポート事業の実施 

 妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必

要なサービスにつなぐ妊婦等包括相談支援事業を推進するとともに、様々なリスク

を有する妊産婦を早期に把握し支援することにより、妊娠期から子育て期にわたる

切れ目ない支援体制を整備します。 
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各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○各総合支庁で設置している、男女を問わ

ず性や妊娠・出産に関する健康支援をラ

イフステージに応じ切れ目なく行う「性

と健康の相談センター」における正しい

知識の情報提供や相談体制を強化【再掲

3-(1)-①】 

○ブロック別の母子保健技術研修会、母子

保健担当者会議、広域連携連絡会議の開

催により、支援者の知識や技術の向上を

図るとともに課題共有や体制整備・充実

への支援 

新生児・乳幼児の疾病や異常

の早期発見を行い、早期治療

や療育を促進するための体制

整備・充実 

子ども成育支援課 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○新生児の先天性代謝異常等検査体制の整

備、保護者への受診勧奨や保健指導等 

○市町村が実施する新生児聴覚検査及び乳

幼児健康診査体制の整備・充実への支援 

母子保健に関する体制整備・

充実に向けた支援 
子ども成育支援課 

○相談支援に従事する者の対応向上を図る

母子保健に関する研修会等の開催 

○関係機関の連携体制強化のため、市町村

や医療機関等との連絡会議の開催 

家族の心理的負担の軽減を含

めた低出生体重児への支援 
子ども成育支援課 

○「やまがたリトルベビーハンドブック」

の作成・配付等 

○早産予防のためのリーフレット作成 

母子保健情報のデジタル化と

利活用の推進への支援 
子ども成育支援課 

○市町村における妊婦健康診査や乳幼児健

康診査や母子健康手帳等母子保健情報の

デジタル化と利活用の推進の支援 
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◆事業展開④  小児医療等の充実 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

小児救急医療を含めた総合的

な小児医療体制の充実強化 
医療政策課 

○休日夜間の受入れなど、小児救急医療体

制の強化に向けた支援の充実 

医療従事者の確保 医療政策課 
○小児科医・産婦人科医の確保・定着に向け

た修学資金の貸与 

小児救急電話相談等の実施

【再掲 3-(2)-②】 
医療政策課 

○保護者の不安解消を図る小児救急電話相

談の実施 

○ガイドブック等を活用した小児救急医療

に関する知識の普及啓発 

新生児・乳幼児の疾病や異常

の早期発見を行い、早期治療

や療育を促進するための体制

整備・充実【再掲 3-(2)-③】 

子ども成育支援課 

○新生児の先天性代謝異常等検査体制の整

備 

○市町村が実施する新生児聴覚検査及び乳

幼児健康診査体制の整備・充実への支援 

児童・思春期の心の病への対

応 
県立病院課 

○県立こころの医療センターにおいて、こ

ども・思春期外来診療を行うとともに、

「こども・ストレスケア病棟」を設置し、

児童・思春期の心の病への対応等、専門

性の高い精神科医療の提供 

小児救急啓発事業の実施 

【再掲 3-(2)-②】 

医療政策課 

各総合支庁 

保健企画課 

○保護者の不安解消を図る小児救急にかか

る講習会の実施 

 

  

 次代を担う命を守り育て、子育ての安心感を確保するため、医療従事者の確保、医

療体制の充実強化を図ります。 
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◆事業展開⑤  疾病を有するこどもへの支援 
 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

小児慢性特定疾病医療の実施 子ども成育支援課 
○小児慢性特定疾病に係る医療費の自己負

担額の一部について助成 

未熟児養育医療の実施 子ども成育支援課 
○入院養育を必要とする未熟児の保険診療

に係る自己負担額について助成 

小児慢性特定疾病児童等の日

常生活の便宜を図るための支

援 

子ども成育支援課 
○小児慢性特定疾病児童等の日常生活用具

の給付 

疾病により長期にわたり療育

を必要とする児童等の自立促

進のための支援 

子ども成育支援課 

○小児慢性特定疾病児童等自立支援員によ

る本人及び家族からの相談対応や交流会

等の開催 

○移行期医療支援体制の構築に向けた検討 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○長期療養児療育相談会の開催、小児慢性

特定疾病を持つ児の相談や訪問指導の実

施 

庄内総合支庁 

子ども家庭支援課 

○支援者が適切な支援を継続して行うた

め、庄内地域療育連絡会事例検討会を開

催、また地域課題を共有し支援体制構築

のため、療育連絡会全体会の開催 

関係機関との連携調整による

自立促進等支援の充実 
子ども成育支援課 

○保健、医療、福祉、教育及び就労関係者等

を参集し小児慢性特定疾病対策地域協議

会を年１回程度実施 

○移行期医療支援体制の構築に向けた検討

【再掲3-(2)-⑤】 

医療的ケア児への支援の充実 

障がい福祉課 
○医療・保健・福祉等の関係機関の連携によ

る横断的支援の充実強化 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○ブロック別の「医療的ケア児支援連絡会」

による医療的ケア児の現状と地域課題の

把握、関係機関の連携による総合的な支

援体制の構築 

○保護者同士のつどいの場の提供 

○県医療的ケア児等支援センターと連携

し、医療的ケア児直接処遇者研修を開催、

人材育成強化 

特別支援教育課 

○特別支援学校における、適切な医療的ケ

ア看護師の配置 

〇特別支援学校及び小中学校等における医

療的ケアに係る支援の充実と環境の整備 

  

 医療、保健、福祉等関係者と連携を図り、小児慢性特定疾病を抱える児童等や医療

的ケアを必要とする児童等の健全な育成に係る施策を総合的に推進します。 
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   誰もが安心してこどもを預けられるよう、保育所等の整備や保育人材の確保・育成

により、多様な保育ニーズに応える保育サービスの提供と質の向上を図ります。 

◆事業展開①  保育ニーズに応じた保育サービスの多様化の促進 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

保育所等の運営に対する支援

の充実 
子ども成育支援課 

○市町村と連携した、保育ニーズに対応す

るための保育所等の運営経費の支援 

未就学児の安全確保の取組み

の強化 
子ども成育支援課 

○非常災害時等における計画策定と避難訓

練等備えの徹底 

○感染症予防対策の徹底 

多様な保育サービスの充実に

向けた支援 
子ども成育支援課 

○病児・病後児保育、一時預かり、家庭的保

育、ファミリー・サポート・センター、こ

ども誰でも通園制度、放課後児童クラブ

などの多様な保育サービス事業を地域の

ニーズに即して提供するための支援 

 

  

推進方策(３)     多様な保育サービスの充実 

 多様化する就業形態や家庭環境に対応するため、保育サービスの充実を図ります。 

対応の方向 
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◆事業展開②  保育・幼児教育を行う保育士等の確保・育成 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

保育士等の確保と保育の質の

向上に向けた支援 
子ども成育支援課 

○保育士サポートプログラム推進会議によ

る保育士確保のための施策の検討・推進 

○保育士養成校生への修学資金の貸付 

○潜在保育士の掘り起こしと再就職支援 

○保育ＤＸの推進による保育士の負担軽減 

保育士等の離職の防止や処遇

改善の実施 
子ども成育支援課 

○処遇改善を実施した保育施設への補助 

○育児休業を所得する保育士の代替職員の

雇用に係る経費の補助 

○保育士等の相談窓口の設置 

研修の充実による保育・幼児

教育を行う人材の育成 

子ども成育支援課 

義務教育課 

〇経験に応じたキャリアアップ研修等の研

修受講による技能の向上支援 

○公開保育等の実施や県内外の専門家をス

ーパーバイザーとした保育士等への個別

指導の実施による質の向上 

〇教育センターや教育事務所による保育士

や幼稚園教諭等への研修の実施 

幼児教育推進体制を活用した

研修の実施や幼児教育アドバ

イザー派遣による幼児教育の

質の向上 

子ども成育支援課 

義務教育課 

○幼児教育センターを設置・活用し、幼児

教育アドバイザーを育成し、保育・幼児

教育施設へ派遣することで、幼児教育の

質の向上を促進 

多様な保育サービスの提供を

行う保育従事者の確保と資質

向上に向けた支援の充実 

子ども成育支援課 

○ファミリー・サポート・センター、放課後

児童クラブ、地域子育て支援拠点等に従

事する人材の確保のための、子育て支援

員養成研修等の実施 

放課後児童クラブの支援員や

放課後子ども教室関係者等の

資質向上に向けた支援の充実 

子ども成育支援課 

生涯教育・学習振興課 

○放課後児童支援員認定資格研修の実施 

○放課後のこどもの居場所づくりに携わる

関係者のニーズを踏まえたスキルアップ

研修の実施 

  

 多様な保育サービスや幼児教育に対応し、保育・幼児教育の質を向上するための人

材を確保・育成するとともに、離職防止や処遇改善に取り組みます。 
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◆事業展開③  多様な保育ニーズに応じた受入環境の整備 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

多様な保育サービスを提供で

きる環境整備 
子ども成育支援課 

○病児・病後児保育、一時預かり、ファミリ

ー・サポート・センターなどの多様な保育

サービス事業を開始する場合の改修費用

の支援 

保育所等の整備等に対する支

援 
子ども成育支援課 

○市町村等による保育所等の整備に対する

支援 

放課後児童クラブの整備への

支援 
子ども成育支援課 

○放課後児童クラブのニーズに応じた整備

への支援 

地域の実情に応じた子育てし

やすい環境の整備 
子ども成育支援課 

○地域の保育ニーズに応じた子育て環境の

整備に取り組む市町村への支援 

保育ＤＸの推進 子ども成育支援課 

○保育分野における負担軽減のための保育

ＤＸの推進 

○放課後児童クラブ等の業務負担軽減のた

めのＩＣＴ化の推進 

 

 

 

  

 様々な保育ニーズに対応するため、多様な保育サービスを提供できる環境を整備し

ます。 
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   子育てにおける負担感の要因である医療費や教育費等について、子育て家庭に対し

経済的に支援します。 

◆事業展開①  保育・医療に係る経費の支援 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

幼児教育・保育の無償化等に

よる支援の実施 
子ども成育支援課 

○全国一律の幼児教育・保育の無償化に加

え、０～２歳児の保育料の段階的負担軽

減を市町村と連携して実施 

多子世帯への保育料に対する

支援の実施 
子ども成育支援課 

○同一世帯で複数の児童が保育所及び届出

保育施設等を利用している場合に、２人

目以降の利用料を軽減 

保育所等の運営費に対する支

援による子育て家庭の負担軽

減 

子ども成育支援課 

○保育所、認定こども園、低年齢児を受け入

れる小規模保育事業や企業の従業員のこ

どもを預かる事業所内保育事業等に対す

る運営費の一部を負担 

放課後児童クラブ利用料の負

担軽減等の支援の実施 
子ども成育支援課 

○低所得世帯及び多子世帯に対する放課後

児童クラブ利用料の助成 

不妊検査・不妊治療に取り組

む夫婦等への経済的負担の軽

減【再掲3-(1)-①】 

子ども成育支援課 

○夫婦等が初めて受けた不妊検査に係る自

己負担額の一部助成 

○保険適用された不妊治療（生殖補助医療）

に係る自己負担額の一部助成 

未熟児養育医療の実施 

【再掲3-(2)-⑤】 
子ども成育支援課 

○入院養育を必要とする未熟児の保険診療

に係る自己負担額について助成 

小児慢性特定疾病医療の実施 

【再掲3-(2)-⑤】 
子ども成育支援課 

○小児慢性特定疾病に係る医療費の自己負

担額の一部について助成 

子育て支援医療の実施 子ども成育支援課 
○こどもの保険診療に係る自己負担額につ

いて助成する市町村に対する支援 

ひとり親家庭等医療の実施 子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭の親及び18歳以下の子の保

険診療に係る自己負担額について助成す

る市町村に対する支援 

 

  

推進方策(４)   子育てや教育に係る経済的負担の軽減 

妊娠・出産、こどもの医療費などに対する助成制度の充実を図るとともに、保育に

係る経費に対する支援など、子育てに係る経済的負担感の軽減を図ります。 

対応の方向 
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◆事業展開②  子育て家庭への手当等の支給による支援 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

児童手当・児童扶養手当の給

付 
子ども家庭福祉課 

○こどもたちの健やかな育ちを支援するた

めの児童手当の給付 

○ひとり親家庭の生活安定のための児童扶

養手当の給付 

母子及び父子寡婦福祉資金の

貸付 
子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭等の経済的自立と生活の安

定、児童の福祉の向上を図るための各種

資金の貸付けの実施 

 

  

児童手当の支給や、生活やこどもの就学に必要な資金等の貸付等により、子育て家

庭の生活の安定を図るとともに、子育てに係る負担の軽減を図ります。 
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◆事業展開③  修学に係る経費の支援 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

高等学校等の授業料の減免や

就学資金等による修学支援の

展開 

高等教育政策・学事

文書課 

○授業料の負担軽減のための就学支援金に

よる支援 

○私立高校生の授業料の負担軽減のため、

就学支援金への上乗せ助成を所得に応じ

て実施 

○授業料以外の教育費負担軽減のための奨

学のための給付金による支援 

○私立高等学校等に再入学し、就学支援金

の受給資格期間を超えた生徒に対し、就

学支援金と同等額を補助 

地域福祉推進課 

○生活保護世帯のこどもが修学旅行に参加

する際の衣類・身の回り品の購入等の負

担を軽減するための支度援助費の支給 

教育政策課 

○授業料の負担軽減のための就学支援金に

よる支援 

○公立高等学校等に再入学し、就学支援金

の受給資格期間を超えた生徒に対し、就

学支援金と同等額を補助 

高校教育課 

○授業料以外の教育費負担軽減のための奨

学のための給付金による支援 

○経済的な理由により修学が困難な生徒を

支援するための貸付 

義務教育の就学支援 

義務教育課 

○経済的理由により就学困難な児童生徒の

就学に係る経費（学用品・医療費・学校

給食費）に対する補助 

学校体育保健課 ○就学援助制度の保護者への周知 

子ども成育支援課 
○低所得世帯及び多子世帯に対する放課後 

児童クラブ利用料の助成【再掲3-(4)-①】 

高校生等への就学支援 

子ども家庭福祉課 

〇市町村が行うひとり親家庭のこどもへの

大学等受験料・模擬試験受験料の支援に

対する助成 

高等教育政策・学事

文書課 

教育政策課 

○授業料の負担軽減のための就学支援金に

よる支援【再掲3-(4)-③】 

高等教育政策・学事

文書課 

○私立高校生の授業料の負担軽減のため、

就学支援金への上乗せ助成を所得に応じ

て実施【再掲3-(4)-③】 

高等教育政策・学事

文書課 

○授業料以外の教育費負担軽減のための給

付金の給付 

経済的な理由により修学が困難な生徒等に対し修学資金の貸付等により支援しま

す。 
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高校教育課 

高等教育政策・学事

文書課 

高校教育課 

○定時制・通信制課程の生徒に対する教科

書購入費等の補助 

高等教育政策・学事

文書課 

○県立大学や私立専門学校に関する授業料

の減免に係る補助 

母子及び父子寡婦福祉資金の

貸付【再掲3-(4)-②】 
子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭等の経済的自立と生活の安

定、児童の福祉の向上を図るための各種

資金の貸付けの実施 

各種修学資金制度の実施 

子ども家庭福祉課 
○修学にあたり資金が必要なひとり親家庭

等に対する修学資金の貸付け 

地域福祉推進課 

○低所得世帯のこどもが高等学校、大学等

に入学及び就学する資金が必要な場合、

生活福祉資金の教育支援費及び就学支度

費の貸付け 

子ども成育支援課 

医療政策課 

高齢者支援課 

○医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、

保育士の資格取得のための資金が必要な

場合、修学資金を貸付け、その後県内で

就職し、一定期間従事した場合は返還を

免除 

 

◆事業展開④  住環境の整備による支援 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

子育て世帯等の多様なニーズ

に合わせた住環境整備づくり

の推進 

建築住宅課 

○住宅リフォーム工事に対する支援（補助） 

【再掲2-(5)-②】 

○中古住宅の購入に対する支援（補助） 

【再掲2-(5)-②】 

○多子世帯等が県営住宅へ入居する際の入

居条件等の優遇 

子育て世帯等の入居を拒まな

い民間賃貸住宅の供給促進 
建築住宅課 

○子育て世帯（多子世帯、ひとり親家庭を含

む）などの入居を拒まない「セーフティネ

ット住宅」の供給促進 

 

  

子育て世帯における良好な居住環境の整備、住宅支援など、子育てにやさしい環境

づくりを推進します。 
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基本の柱４ 困難を有するこども・若者とその家族が未来を 

切り拓くために 

 

 こどもの貧困問題が大きな社会問題となっており、令和５年度の本県のこどもの貧困 

率※１は、6.9％と５年前より改善したものの、近年の物価高騰等の影響により「生活が苦

しい」と感じる貧困世帯※２の割合は増加しております※３。そのため、困難を抱える家庭

が安心して生活できるよう支援していく必要があります。 

 また、20歳未満のこどもがいる世帯のうち、約１割がひとり親世帯で※４、ひとり親世

帯の８割以上が、現在の暮らしの状況を「苦しい」と感じている状況にあります※５。 

 こどもの将来が、その生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また世代

を超えて連鎖することのないよう、こどもの貧困対策を総合的に推進するとともに、ひと

り親に対する生活支援、経済的支援、自立支援の推進が必要です。 

 本県の児童虐待の認定件数は高止まりしており、発生予防のための啓発や相談しやすい

環境づくり、虐待が深刻化する前の早期発見、早期対応に向け取組みを強化していく必要

があります。 

また、保護や支援を要するこども・若者に対しては、切れ目のない総合的な支援による

養育環境の整備や、地域全体でこども・若者を守り育てる体制づくり、自立や社会参加に

向けた支援の充実が求められます。 

※１：令和４年国民生活基礎調査（厚生労働省）における貧困線（等価可処分所得の中央値の半分＝127万円）に

満たないこどもの割合 

※２：※１の貧困線に満たない世帯 

※３：山形県「子どもの生活実態調査（令和５年度）」 

※４：総務省「国勢調査」 

※５：山形県「ひとり親家庭実態調査（令和６年度）」 

 

 

  

現状と課題 

 

 

【推進方策（１） こどもの貧困対策の推進 】 

・こどもの居場所づくりサポートセンターによる、こどもの居場所づくり実施団体への相

談支援体制の構築、企業の支援等とこどもの居場所づくり実施団体とのコーディネート

の実施、地域ネットワークの中核を担う団体の育成を推進します。 

【推進方策（２） ひとり親家庭への支援 】 

・「ひとり親家庭応援センター」及び「ひとり親家庭就業・自立支援センター」における

多様な相談支援体制の整備を行うとともに、一時的に家庭で養育が困難な場合の支援等

を強化していきます。 

【推進方策（３） こどもへの虐待防止 】 

・県民への啓発の強化やこどもや家庭が抱える不安や悩み等に対する相談支援体制の整 

備等により児童虐待の予防対策を推進するとともに、児童相談所の機能強化と市町村等 

関係機関との連携による児童虐待の早期発見・早期対応体制の強化を図ります。 

重点的に取組む事項 
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   こどもの現在と将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう貧困を

解消し、地域や社会全体で世代を超えた貧困の連鎖を断ち切るという認識の下、教育

の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労の支援、経済的支援を進め、

全てのこどもたちが夢と希望を持って成長していける環境づくりを推進します。 

◆事業展開①  相談支援体制の充実 

 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

生活困窮者に対する自立相談

支援 
地域福祉推進課 

○複合的な課題を抱える生活困窮者に対し

て行う包括的な相談・支援 

ひとり親に対する相談体制の

充実 
子ども家庭福祉課 

○「ひとり親家庭応援センター」による、

ワンストップでの総合的な相談支援と、

市町村等に出向いての出張相談の実施 

○「ひとり親家庭就業・自立支援センタ

ー」による、就業相談・就業情報の提供

や就業支援講習会の開催、地域企業等に

対する効果的な就業促進活動等による、

一貫した就業支援サービスの提供 

○母子・父子自立支援員の配置による、ひ

とり親の相談対応と自立に向けた支援の

実施 

○若年の母子家庭の親子を対象とする交流

会の開催 

○メール、オンライン、ＳＮＳ等の活用に

よる多様な相談支援体制の構築 

推進方策(１) こどもの貧困対策の推進 

支援を必要とするこども・家庭を発見し、支援に結び付けていくことができるよ

う、相談体制の充実を図るとともに、こどもの居場所づくり実施団体と連携して、

地域における見守り・相談支援を推進します。 

市町村が地域の実情を踏まえた取組みを計画的・体系的に進めていくために、市

町村こどもの貧困対策推進計画の策定を支援します。 

対応の方向 
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こどもの居場所づくりへの支

援 

子ども家庭福祉課 

○こどもの居場所づくり実施団体に対する

運営・立上支援【再掲1-(4)-①】 

〇こどもの居場所づくり実施団体と連携し

て、支援を必要とするこども・家庭に対す

る相談・支援の実施【再掲 1-(4)-①】 

○こどもの居場所づくりサポートセンター

（以下「サポートセンター」）による、こ

どもの居場所づくり実施団体への相談対

応及び取組みへのサポート【再掲 1-(4)-

①】 

○サポートセンターによる、企業や個人の

支援等とこどもの居場所づくり実施団体

とのコーディネートの実施【再掲1-(4)-

①】 

総合支庁 

子ども家庭支援課 

○こどもの居場所づくりに係る人材育成を

図るとともに、活動状況等の情報発信等

を行い、こどもの居場所の理解の促進と

利用しやすい環境の整備（村山）【再掲1-

(4)-①】 

○こどもの居場所づくりに係る活動状況等

の情報発信を行い、こどもの居場所の理

解と促進と利用しやすい環境を整備（庄

内）【再掲1-(4)-①】 

市町村基本計画の策定促進 子ども家庭福祉課 
○地域の実情に応じた市町村こどもの貧困

対策推進計画の策定支援 
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◆事業展開②  こどもの自立に向けた支援 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

義務教育の就学支援 

【再掲 3-(4)-③】 

義務教育課 

○経済的理由により就学困難な児童生徒の

就学に係る経費（学用品・医療費・学校

給食費）に対する補助 

学校体育保健課 ○就学援助制度の保護者への周知 

子ども成育支援課 
○低所得世帯及び多子世帯に対する放課後

児童クラブ利用料の助成 

高校生等への就学支援 

 

子ども家庭福祉課 

○市町村が行うひとり親家庭のこどもへの

大学等受験料・模擬試験受験料の支援に

対する助成 

高等教育政策・学事

文書課 

教育政策課 

○授業料の負担軽減のための就学支援金に

よる支援【再掲3-(4)-③】 

高等教育政策・学事

文書課 

○私立高校生の授業料の負担軽減のため、

就学支援金への上乗せ助成を所得に応じ

て実施【再掲3-(4)-③】 

○県立大学や私立専門学校に関する授業料

の減免に係る補助【再掲3-(4)-③】 

高等教育政策・学事

文書課 

高校教育課 

○授業料以外の教育費負担軽減のための給

付金の給付【再掲3-(4)-③】 

○定時制・通信制課程の生徒に対する教科

書購入費等の補助【再掲3-(4)-③】 

各種修学資金制度の実施 

【再掲 3-(4)-③】 

子ども家庭福祉課 
○修学にあたり資金が必要なひとり親家庭

等に対する修学資金の貸付け 

地域福祉推進課 

○低所得世帯のこどもが高等学校、大学等

に入学及び就学する資金が必要な場合、

生活福祉資金の教育支援費及び就学支度

費の貸付け 

子ども成育支援課 

医療政策課 

高齢者支援課 

○医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、

保育士の資格取得のための資金が必要な

場合、修学資金を貸付け、その後県内で

就職し、一定期間従事した場合は返還を

免除 

高校教育課 
○経済的な理由により修学が困難な生徒を

支援するための貸付 

全てのこどもが、家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育を受け、能力や可能

性を最大限に伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるよう、幼児教育から高等教育段階

まで切れ目のない教育費負担の軽減や、こどもの学習支援の充実を推進していきま

す。 
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こどもの学習支援・体験活動

の実施 

子ども家庭福祉課 

○市町村が行うひとり親家庭のこどもへの

学習支援や大学等受験料・模擬試験受験

料の支援等に対する助成 

地域福祉推進課 

○生活保護受給世帯を含む生活困窮者世帯

のこどもに対する学習・生活支援 

生涯教育・学習振興課 

○地域学校協働本部（地域未来塾や放課後

子ども教室等）における学習支援・体験

活動の実施 

高校教育課 

○学習環境が整っていない児童生徒に対す

るモバイルルーターの貸出し等を実施

し、オンライン学習を支援 

高校中退者等に対する学び直

しの支援 

子ども家庭福祉課 

○高卒認定試験合格のための講座を受講す

るひとり親家庭（親子）への受講料の補

助 

高等教育政策・学事

文書課 

教育政策課 

○高等学校等に再入学し、就学支援金の受

給資格期間を超えた生徒に対し、就学支

援金と同等額を補助【再掲3-(4)-③】 
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事業展開③  保護者の就労・自立支援 

 

 

事業構成 担当課 施策の概要 

ひとり親の就業相談の充実 子ども家庭福祉課 

○「ひとり親家庭就業・自立支援センタ

ー」による、就業相談・就業情報の提供

や就業支援講習会の開催、地域企業等

に対する効果的な就業促進活動等によ

る、一貫した就業支援サービスの提供 

【再掲4－(1)－①】 

ひとり親家庭への資格取得

のための支援の充実【再掲2-

(1)-②】 

子ども家庭福祉課 

○「ひとり親家庭就業・自立支援センタ

ー」における就業支援講習会の実施 

○就職に有利な資格取得に向け、養成機

関で修業する期間中の学費、生活費、住

居費、通学費、就職に要する経費の給付

や貸付けなど、切れ目なくパッケージ

化した支援の実施（資格取得パッケー

ジ支援） 

○職業能力開発のための講座を受講した

ひとり親家庭の親への講座受講料の一

部の給付 

○高卒認定試験合格のための講座を受講

するひとり親家庭の親子への受講料の

補助 

ひとり親家庭への家計改善

支援 
子ども家庭福祉課 

○家計に課題を抱えるひとり親家庭等へ

の適切な家計管理の助言・指導 

生活困窮者に対する就労準

備支援 
地域福祉推進課 

○一般就労に向けた準備として日常生活

自立や社会生活自立の支援 

生活困窮者に対する家計改

善支援 
地域福祉推進課 

○家計に問題を抱える生活困窮者の家計

管理能力の向上の支援 

子育て等の負担軽減支援 

【再掲 3-(4)-①】 
子ども成育支援課 

○全国一律の幼児教育・保育の無償化に

加え、０～２歳児の保育料の段階的負

担・軽減を市町村と連携して実施 

○同一世帯で複数の児童が保育所及び届

出保育施設等を利用している場合の２

人目以降の利用料の軽減 

○保育所、認定こども園、低年齢児を受け

入れる小規模保育事業や企業の従業員

のこどもを預かる事業所内保育事業等

に対する運営費の一部を負担 

○低所得世帯及び多子世帯に対する放課

後児童クラブ利用料の助成 

保護者の安定的な経済基盤を確保するため、仕事と家庭の両立を図ることができる

環境づくりや、所得の増大、職業生活の安定と向上のための支援を推進していきます。 
 



105 

 

住まいの確保に関する支援 

建築住宅課 
○ひとり親家庭等が県営住宅に入居する

際の優先入居の実施 

地域福祉推進課 

○離職等により住居を失った又は失うお

それのある生活困窮者に家賃や転居費

用相当分の住居確保給付金の支給 

子ども家庭福祉課 
○市町村営住宅のひとり親家庭優先入居

制度についての情報提供 

児童手当・児童扶養手当の給

付【再掲 3-(4)-②】 
子ども家庭福祉課 

○こどもたちの健やかな育ちを支援する

ための児童手当の給付 

○ひとり親家庭の生活安定のための児童

扶養手当の給付 

資金の貸付 

子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭の経済的自立と生活の安

定、児童の福祉の向上を図るため、各種

資金の貸付け【再掲3-(4)-②】 

地域福祉推進課 

○生活困窮者に対する生活福祉資金の総合

支援資金・福祉資金の貸付け 

○高等学校、大学等に入学及び就学する資

金が必要な場合、生活福祉資金の教育支

援費及び就学支度費の貸付け 

医療費助成の実施 

子ども成育支援課 

○こどもの保険診療に係る自己負担額を

助成する市町村に対する支援【再掲3-

(4)-①】 

子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭の親及び18歳以下の子の

保険診療に係る自己負担額を助成する

市町村に対する支援【再掲3-(4)-①】 
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   ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別ニーズに対応するため、経済的支援のほ

か、生活支援、子育て支援、就労支援、こどもの学習支援など、きめ細かな支援を 

展開します。 

◆事業展開①  相談支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

ひとり親に対する相談体制の

充実【再掲4-(1)-①】 
子ども家庭福祉課 

○「ひとり親家庭応援センター」による、

ワンストップでの総合的な相談支援と、

市町村等に出向いての出張相談の実施 

○「ひとり親家庭就業・自立支援センタ

ー」による、就業相談・就業情報の提供

や就業支援講習会の開催、地域企業等に

対する効果的な就業促進活動等による、

一貫した就業支援サービスの提供 

○母子・父子自立支援員の配置による、ひ

とり親の相談対応と自立に向けた支援の

実施 

○若年層の母子家庭の親子を対象とする交

流会の開催 

○メール、オンライン、ＳＮＳ等の活用に

よる多様な相談支援体制の構築 

生活困窮者に対する自立相談

支援【再掲4-(1)-①】 
地域福祉推進課 

○複合的な課題を抱える生活困窮者に対し

て行う包括的な相談・支援 

ひとり親家庭への支援施策の

の周知の強化 

子ども家庭福祉課 

○ひとり親福祉制度をまとめた「ひとり親

福祉のしおり」を作成し、関係機関や市

町村と連携して児童扶養手当受給者に配

布 

しあわせ子育て政策課 

子ども家庭福祉課 

○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）やＳＮＳ、県広報紙、フリーペーパ

ー等を活用した積極的な支援情報の発信 

○地域みんなで子育て応援団による、地域

に密着した子育て支援情報の発信 

○市町村や民間団体との連携によるホーム

ページやＳＮＳを活用した情報の発信 

推進方策(２)       ひとり親家庭への支援 

ひとり親家庭が抱えている子育て、就業、家計、住居等多岐にわたる不安や悩み

に必要かつ適切な助言ができるように、県及び市に母子・父子自立支援員を配置す

るともに、研修会等を実施し、相談支援技術の向上を図ります。 

また、ひとり親家庭からワンストップで相談を受ける「ひとり親家庭応援センタ

ー」の機能を充実するなど相談しやすい環境づくりを推進するとともに、相談窓口

の周知徹底を図ります。 

対応の方向 
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◆事業展開②  安心して子育て・生活するための支援 

 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

一時的に家庭で養育が困難な

場合の支援等 
子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭であって、一時的に生活援

助、保育サービスが必要な家庭等に対し、

家庭生活支援員を派遣 

○乳幼児又は小・中学校に就学する児童・

生徒を養育するひとり親家庭であって、

定期的に生活援助、保育サービスが必要

な家庭等に対し、家庭生活支援員を派遣 

○家庭生活支援員となる人材を確保するた

め、関係機関と連携して派遣事業の周知

を行うほか、家庭生活支援員登録におけ

るオンライン活用の検討 

○保護者が疾病その他の理由により児童の

養育が一時的に困難となった場合の、児

童養護施設等におけるこどもの短期預か

りの実施 

住まいの確保の支援 

建築住宅課 
○ひとり親家庭が県営住宅に入居する際の

優先入居の実施【再掲4-(1)-③】 

地域福祉推進課 

○離職等により住居を失った又は失うおそ

れのある生活困窮者に家賃や転居費用相

当分の住居確保給付金の支給【再掲4-(1) 

-③】 

子ども家庭福祉課 
○市町村営住宅のひとり親家庭優先入居制

度についての情報提供【再掲4-(1)-③】 

児童手当・児童扶養手当の給

付【再掲3-(4)-②】 
子ども家庭福祉課 

○こどもたちの健やかな育ちを支援するた

めの児童手当の給付 

○ひとり親家庭の生活安定のための児童扶

養手当の給付 

資金の貸付【再掲4-(1)-③】 

子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭等の経済的自立と生活の安

定、児童の福祉の向上を図るための各種

資金の貸付けの実施 

地域福祉推進課 

○生活困窮者に対する生活福祉資金の総合

支援資金・福祉資金の貸付け 

○高等学校、大学等に入学及び就学する資

金が必要な場合、生活福祉資金の教育支

援費及び就学支度費の貸付 

様々な問題を抱えながら、子育てと生計の担い手という役割を 1 人で担っている

ひとり親が安心して子育てしながら、生活することができるよう支援を充実します。 

 また、こどもの最善の利益を考慮しながら、安全・安心な面会交流を推進するとと

もに、養育費確保に関する相談支援を行っていきます。 
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医療費助成などその他の経済

的支援【再掲4-(1)-③】 

子ども成育支援課 
○こどもの保険診療に係る自己負担額につ

いて助成する市町村に対する支援 

子ども家庭福祉課 

○ひとり親家庭の親及び18歳以下の子の保

険診療に係る自己負担額について助成す

る市町村に対する支援 

○家計に課題を抱えるひとり親家庭等への

適切な家計管理の助言・指導 

こどもの学習支援・体験活動

の実施【再掲4-(1)-②】 

子ども家庭福祉課 

○市町村が行うひとり親家庭のこどもへの

学習支援や大学等受験料・模擬試験受験

料の支援等に対する助成 

地域福祉推進課 
○生活保護受給世帯を含む生活困窮者世帯

のこどもに対する学習・生活支援 

生涯教育・学習振興課 

○地域学校協働本部（地域未来塾や放課後

子ども教室等）における学習支援・体験

活動の実施 

面会交流・養育費確保に向け

た支援 
子ども家庭福祉課 

○民間団体と連携した面会交流に関する相

談・支援の強化 

○民法等改正法施行に伴う共同親権の導入

や法定養育費制度の導入等についての周

知・啓発 

県外から移住するひとり親家

庭へのパッケージ支援 
子ども家庭福祉課 

○ホームページ・ＳＮＳ等を活用した、ひ

とり親家庭が利用できる支援制度などの

紹介 

○（一社）ふるさと山形移住・定住センタ

ー（くらすべ山形）と連携した相談支援

の実施 

○移住するひとり親家庭へ、食・家賃・職

をトータルで支援するモデル事業の実施 

【再掲2-(5)-②】 
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◆事業展開③  安定した就労に向けた支援 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

ひとり親の就業相談の充実

【再掲 4-(1)-③】 
子ども家庭福祉課 

○「ひとり親家庭就業・自立支援センター」

による、就業相談・就業情報の提供や就

業支援講習会の開催、地域企業等に対す

る効果的な就業促進活動等による、一貫

した就業支援サービスの提供 

労働相談 雇用・産業人材育成課 
○労働相談を実施し、労働に関する問題の

解決を支援 

ひとり親家庭への資格取得の

ための支援の充実【再掲 4-

(1)-③】 

子ども家庭福祉課 

○「ひとり親家庭就業・自立支援センター」

における就業支援講習会の実施方法の充

実 

○就職に有利な資格取得に向け、養成機関

で修業する期間中の学費、生活費、住居

費、通学費、就職に要する経費の給付や

貸付けなど、切れ目なくパッケージ化し

た支援の実施（資格取得パッケージ支援） 

○職業能力開発のための講座を受講したひ

とり親家庭の親への講座受講料の一部を

給付 

○高卒認定試験合格のための講座を受講す

るひとり親家庭の親子への受講料の補助 

生活困窮者に対する就労準備

支援 
地域福祉推進課 

○一般就労に向けた準備として日常生活自

立や社会生活自立の支援 

関係機関の情報交換・連携の

推進 
子ども家庭福祉課 

○ハローワークや「ひとり親家庭就業・自

立支援センター」など、ひとり親の就業

に係る機関による情報交換の実施 

子育て等の負担軽減支 

【再掲3-(4)-①】 

 

子ども成育支援課 

○全国一律の幼児教育・保育の無償化に

加え、０～２歳児の保育料の段階的負

担・軽減を市町村と連携して実施○同

一世帯で複数の児童が保育所及び届出

保育施設等を利用している場合の２人

目以降の利用料の軽減 

○低所得世帯及び多子世帯に対する放課

後児童クラブ利用料の助成 

  

こどもの将来がその生まれ育った環境で左右されないよう、経済的に厳しい世

帯が多いひとり親家庭の生活の安定に向け関係機関等と連携しながら、働きやす

い環境の整備や子育てと仕事が両立できる就労支援に取り組みます。 
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   児童虐待を未然に防止する対策を推進するとともに、市町村や関係機関等との連携 

により早期発見、早期対応、切れ目のない総合的な支援を講じることにより、地域全 

体でこどもを守る支援体制づくりを推進します。 

◆事業展開①  児童虐待の予防対策の推進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

虐待防止に関する啓発の強化

及び相談しやすい環境の整備 
子ども家庭福祉課 

○関係機関と連携した児童虐待防止キャン

ペーンの実施等による普及啓発の強化 

○虐待防止のためのＳＮＳを活用した相談

体制の強化 

虐待の発生予防に向けた市町

村や関係機関等との連携強化 

子ども家庭福祉課 

○妊産婦（特定妊婦を含む）、子育て世帯、

こどもへの包括的な支援を行う市町村の

こども家庭センターの設置・運営及び家

庭支援事業の実施に対する支援 

【再掲 3-(2)-③】 

○市町村との連携による身近な地域の子育

て支援拠点等での啓発の強化 

○地域において、主に児童に関する相談支

援や見守りを行う主任児童委員を対象と

した研修会の開催 

警察本部人身安全少

年課 

○児童の安全確認、安全確保、児童相談所

に対する通告等の適切な警察措置を行う

とともに、関係機関との連携の強化 

ＤＶ防止に向けた啓発 
多様性・女性若者活

躍課 

○あらゆる世代に対するＤＶ防止及び相談

窓口の啓発 

虐待やＤＶに関する切れ目な

い総合的な相談支援体制の充

実 

子ども家庭福祉課 

○要保護児童対策地域協議会における情報

共有等、虐待対応機関とＤＶ対応機関の

連携強化による総合的な相談支援の実施 

○女性相談センター、各地域のＤＶ相談支

援センターによるＤＶ相談への対応 

○ＤＶ被害者支援に係る関係機関のネット

ワークによる地域ごとの体制強化 

推進方策(３)    こどもへの虐待防止 

児童虐待防止に関する県民への啓発と市町村や関係機関等との連携の強化によ

り、児童虐待の予防対策の推進を図ります。 

対応の方向 
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村山総合支庁 

生活福祉課 

他総合支庁 

子ども家庭支援課 

○要保護児童対策地域協議会における情報

共有等、虐待対応機関とＤＶ対応機関の

連携強化による相談支援の実施 

○ＤＶ相談支援センターによるＤＶ相談へ

の対応 

○ＤＶ被害者支援等に係る関係機関による

会議の実施 

幼児教育・保育の場における

虐待の早期発見の推進 
子ども成育支援課 

○保育士等を対象としたこどもの虐待に対

する気づきと対応等についての研修会の

開催 

○放課後児童クラブに従事しようとする者

を対象としたこどもの虐待に対する気づ

きと対応等についての研修会の開催 

 

◆事業展開②  児童虐待の早期発見・早期対応体制の強化 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

児童相談所の機能強化 子ども家庭福祉課 

○児童福祉司への指導・教育を行うスーパ

ーバイザーの養成やOJT等による人材育

成 

○ＡＩ機能一体型児童相談所業務支援シス

テムの運用による対応の迅速化及び複雑

化・困難化している事案への対応力強化 

市町村等関係機関における児

童虐待への対応力向上 
子ども家庭福祉課 

○妊産婦（特定妊婦を含む）、子育て世帯、

こどもへの包括的な支援を行う市町村の

こども家庭センターの設置・運営及び家

庭支援事業の実施に対する支援 

【再掲 3-(2)-③、4-(3)-①】 

○市町村のこども家庭センター職員や要保

護児童対策地域協議会担当職員等を対象

とした研修会の開催 

○児童相談所職員をアドバイザーとして市

町村に派遣し、専門的な助言等を実施 

○児童相談所と市町村の連携強化に向けた

方針等の策定と合同研修の実施 

○「こども家庭ソーシャルワーカー」の資格

取得促進による児童養護施設等職員の専

門性の向上 

  

 児童相談所の専門的機能を強化するとともに、市町村等関係機関の児童虐待に対す

る対応力の向上を図り、児童虐待の早期発見・早期対応体制の強化を図ります。 
 



112 

 

◆事業展開③  虐待を受けたこどもの適切な保護・アフターケア 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

虐待を受けたこどもの適切な

一時保護 
子ども家庭福祉課 

○児童相談所への併任の警察職員の配置や

児童相談所と警察による合同研修会の実

施等による連携の強化 

○一時保護時におけるこどもの権利擁護や

安全・安心で適切な養育のための職員の

専門性向上や一時保護施設内の環境整備 

児童相談所の法的対応体制の

強化 
子ども家庭福祉課 

○こどもや家庭が抱える複雑な法的問題や

一時保護時の司法審査制度の導入などへ

の対応における、こどもの権利養護のた

めの弁護士相談体制の拡充等による児童

相談所の法的対応体制の強化 

虐待を受けたこどもの家庭復

帰や自立に向けたアフターケ

ア 

子ども家庭福祉課 

○虐待等により社会的養護の下で育ったこ

どもの進学・就職支援や相談支援等の実

施 

（※具体的には、「推進方策（４）①社会

的養護体制の充実」に記載の取組を実

施） 

 

 

  

 虐待を受けたこどもの安全確保のための迅速かつ適切な保護を行うとともに、家庭

復帰や自立に向けたアフターケアの充実を図ります。 
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 社会的養護等を必要とする全てのこどもが適切に保護され、心身ともに健やかに養

育されるよう支援体制の整備を推進します。 

◆事業展開①  社会的養護体制の充実 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

社会的養護が必要なこどもの

権利擁護の推進 
子ども家庭福祉課 

○社会的養護に関わる職員等の資質向上 

○児童相談所等から独立した立場にある意

見表明等支援員がこどもの意見形成を支

援するとともに、こどもの希望に応じて

関係機関等に対する意見表明支援や代弁

などを行う「意見表明等支援事業」の実施 

○こどもからの申立てに応じて、児童福祉

審議会等による調査・審議や関係機関へ

の意見具申を行う体制の整備 

家庭養育優先原則に基づく養

育環境の整備 
子ども家庭福祉課 

○市町村における家庭での養育支援体制構

築（こども家庭センターの設置・運営、家

庭支援事業の実施、職員のスキルアップ

等）への支援 

○家庭と同様の養育環境の整備に向けた里

親等委託を推進するための里親支援セン

ターを含めた関係機関による包括的な支

援体制の整備 

○できるだけ家庭的な養育環境の整備に向

けた施設の小規模かつ地域分散化等の推

進 

○「こども家庭ソーシャルワーカー」の資格

取得促進による児童養護施設等職員の専

門性の向上【再掲4-(3)-②】 

社会的養護が必要なこどもの

自立支援 
子ども家庭福祉課 

○児童養護施設入所児童等に対する進学や

就職のための支援（自動車運転免許取得

経費の助成、生活資金・家賃・資格取得資

金の貸付等） 

○自立援助ホーム等による施設等退所後の

生活支援や相談支援体制の強化（児童自

立生活援助事業の実施支援等） 

○施設等退所後の相互交流の場として、情

報提供や相談支援等を行う拠点の整備

推進方策(４)    社会的養護等を必要とするこどもへの支援 

「社会的養育優先原則」と「パーマネンシー保障」の理念のもと、全てのこどもが

社会全体に支えられ安心して生活できる環境の整備と自立に向けた支援体制の充実

を図ります。 

対応の方向 
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（社会的養護自立支援拠点事業の実施検  

討等） 

 

◆事業展開② ヤングケアラーの支援 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

ヤングケアラーへの理解促進 

子ども家庭福祉課 

多様性・女性若者活

躍課 

地域福祉推進課 

高齢者支援課 

障がい福祉課 

雇用・産業人材育成課 

高校教育課 

義務教育課 

○こども・若者本人や家族の他、福祉、教

育、若者支援などの各分野の専門職、民

間団体、地域住民など、県民のヤングケ

アラーへの理解を深めるための広報啓発

や研修等の実施 

ヤングケアラーへの支援体制

の構築・強化 

子ども家庭福祉課 

多様性・女性若者活

躍課 

地域福祉推進課 

高齢者支援課 

障がい福祉課 

雇用・産業人材育成課 

高校教育課 

義務教育課 

○福祉、教育、若者支援などの各分野の専

門職等を対象とした研修・情報交換会等

の実施 

○ヤングケアラー・コーディネーターの配

置による市町村等関係機関の連携強化 

 

 

  

ヤングケアラー（家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認め

られるこども・若者）に早期に気づき、本人・家庭の状況や意向を踏まえた適切な支

援につなぐ体制づくりを推進します。 
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◆事業展開③  特別支援教育の充実 

 

 

 

 

事業構成 担当課 施策の概要 

医療・保健・福祉等と連携した

就学前からの支援の充実 

特別支援教育課 

障がい福祉課 

子ども成育支援課 

○｢個別の教育支援計画」と「個別の指導計

画」の作成・活用と引継ぎ 

○保健や福祉、医療機関、外部有識者、特

別支援学校の巡回相談等と連携した対応

の推進 

小・中学校、高等学校における

児童生徒一人ひとりの教育ニ

ーズに応える支援の充実 

義務教育課 

特別支援教育課 

高校教育課 

○各学校における特別支援教育コーディネ

ーターを中核とした取組みの推進 

○通級による指導を充実するための他校通

級や巡回通級の推進 

○特別支援学級における少人数学級編制に

よる支援の充実 

教育環境の充実 

子ども成育支援課 
○幼稚園、認定こども園等が障がい児を受

入れる場合に運営費を補助 

高等教育政策・学事

文書課 

○私立高等学校等が、特別支援教育支援員

を配置する場合に補助 

特別支援教育課 
○「山形県特別支援学校再編・整備計画」

に基づいた取組みの推進 

就労希望者に対する就職支援

の充実 
特別支援教育課 

○就労支援コーディネーターの配置による

就労支援の充実 

○就労を希望する生徒一人ひとりに応じた

就労先の確保 

○特別支援学校の授業補助員として、特別

支援学校卒業生の雇用事業（会計年度職

員）の実施 

自立と社会参加に向けた支援

の充実 
特別支援教育課 

○一人ひとりの能力、適性や発達段階に応

じた系統的・継続的なキャリア教育の展

開 

 

  

障がいのあるこどもの自立と社会参加に向け、それぞれの学びの場における支援体

制の構築を進め、一人ひとりの実態や特性、教育的ニーズに応じた指導・支援の充実

を図ります。 
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◆事業展開④  障がいのある児童への支援 

 

 

 

事業構成 担当課 施策の概要 

発達障がい児への早期からの

支援体制の整備 

障がい福祉課 

○保健師や保育士等を対象とした研修会等

の開催により、早期発見・早期支援に向

けた支援体制の構築 

○県内４地域において公認心理師による発

達検査及び支援アドバイスによる早期支

援体制の構築 

○発達障がい者支援センターによる県民や

支援者、企業等を対象とした研修会等の

実施 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○ブロック別の支援推進会議の構築による

課題共有や連携ネットワークの形成 

○関係機関と連携した療育支援の整備によ

る「気になる子」及びその保護者への早

期支援 

○支援者向け研修として発達障がい支援シ

リーズ講座を開催し、人材育成強化 

発達障がいに関する理解促進

や正しい知識の普及啓発の充

実 

障がい福祉課 

○発達障がい者支援センターによる県民や

支援者、企業等を対象とした研修会等の

実施 

障がい児に対する支援の充実 子ども成育支援課 

○障がい児を受け入れ、地域のこどもの療

育支援に取り組む保育所等への支援 

○児童館及び届出保育施設、放課後児童ク

ラブ等における障がい児の受入に対し

て、その経費を助成 

○幼稚園、認定こども園等が障がい児を受

入れる場合に運営費を補助【再掲4-(4)-

③】 

障がい児施設における設備の

充実 
障がい福祉課 ○障がい児入所施設の環境整備 

医療的ケア児への支援の充実 

【再掲 3-(2)-⑤】 

障がい福祉課 

 

○医療・保健・福祉等の関係機関の連携によ

る横断的支援の充実強化 

○支援者を対象とした研修会の開催、療育

力強化のための相談支援、家族支援体制

の充実 

○児童発達支援事業や放課後等デイサービ

ス事業、障害児相談支援事業、障害児入所

支援事業を実施 

障がいのある子もない子も安心して生活し、活躍できる環境づくりのため、保健・

医療・福祉・教育分野が連携し、障がいの早期発見・早期対応に向けた支援体制の充

実を図ります。 



117 

 

 

○軽度・中等度難聴児に対して、言語習得の

健全な発達を支援するための補聴器購入

費の一部を補助 

○市町村が支払う身体的欠損や機能障がい

を補うための補装具（義眼、義肢、補聴器、

車いす等）の交付もしくは修理に要する

経費の公費負担の実施 

○障がい(児)者の心身の障がいの状態の軽

減を図り、自立した日常生活又は社会生

活を営むために必要な医療に要する経費

の公費負担の実施 

○重度心身障がい(児)者の保険診療に係る

自己負担額について、市町村が助成する

事業に要する経費に対し補助 

特別支援教育課 

○障がいのあるこどもの指導支援事業、幼

児やその保護者への相談事業を実施 

○適切な就学の推進 

○特別支援学校における、適切な医療的ケ

ア看護師の配置 

〇特別支援学校及び小中学校等における医

療的ケアに係る支援の充実と環境整備 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○ブロック別の「医療的ケア児支援連絡会」

による医療的ケア児の現状と地域課題の

把握、関係機関の連携による総合的な支

援体制の構築 

○保護者同士のつどいの場の提供 

○県医療的ケア児等支援センターと連携

し、医療的ケア児直接処遇者研修を開催、

人材育成強化 
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   ニートやひきこもり、不登校等の社会参加に困難を有するこども・若者やその家族

が、自らその意思により、今後の生き方や社会との関わり方などを決めていくことが

できるようになる「自律」に向けた支援と、社会参加の実現や就労を目指すこども・

若者に対する社会的・職業的な「自立」に向けた支援の充実を推進します。 

◆事業展開① 社会参加に困難を有するこども・若者に対する相談支援体 

制の充実 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

社会参加に困難を有するこど

も・若者や家族に対する「自

律」と社会的・職業的な「自立」

に向けた相談支援体制の充実 

障がい福祉課 

○ひきこもり相談支援窓口における相談支

援及び関係機関との連携やコーディネー

ト機能の強化 

地域福祉推進課 

障がい福祉課 

村山・最上総合支庁 

保健企画課 

置賜・庄内総合支庁 

地域保健福祉課 

○市町村や自立相談支援機関、保健所にお

ける相談支援や訪問支援の実施、ひきこ

もり支援に携わる人材の養成 

○ひきこもり当事者に対する支援方法の理

解と家族の心の安定化に向けた、精神科

医師等によるひきこもり相談等の実施 

多様性・女性若者活

躍課 

○ひきこもりなど社会参加に困難を有する

こども・若者や家族の相談支援拠点の機

能強化【再掲1-(4)-①】 

雇用・産業人材育成課 

○地域若者サポートステーションにおけ

る、ニート等の若者の職業的自立を支援

するための、個々のケースに対応した具

体的な支援プログラムを実施【再掲2-

(1)-③】 

教育政策課 

義務教育課 

高校教育課 

○多様な専門スタッフの配置や関係機関と

連携し、チーム学校による児童生徒の問

題行動や家庭環境等に関する相談体制の

充実強化 

義務教育課 

高校教育課 

○教育相談体制や学習支援体制の整備・強

化 

○スクールカウンセラー等の配置による不 

登校等の困難を抱える児童生徒への適切

な支援 

 

社会参加に困難を有するこども・若者とその家族の尊厳を守り、寄り添いながら丁

寧な相談支援を提供するとともに一人ひとりの意見を受け止めて、本人やその家族の

ペースに合わせた支援の充実を図ります。 
 

推進方策(５)  社会参加に困難を有するこども・若者とその家族への支援 

対応の方向 
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生涯教育・学習振興課 

○家庭教育電話相談「ふれあいホットライ

ン」による、保護者が子育てや家庭教育

の悩みなどについて気軽に相談できる体

制の充実 

教育センター 

○「24時間こどもSOSダイヤル」及び「専用

相談ダイヤル」を開設し、幼児・児童・

生徒の教育に関する課題について、本人・

保護者及び教育関係者の相談に応じ、支

援・助言の実施 
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◆事業展開② 重層的なこども・若者支援ネットワークの強化 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

関係機関の連携による支援体

制の強化 

多様性・女性若者活

躍課 

○ブロック別の地域交流研修会及び代表者

会議による課題共有、関係機関の連携強

化 

地域福祉推進課 

○民生委員・児童委員、民生委員児童委員

協議会の活動費等を負担や研修の実施に

より果的な活動、運営の支援 

障がい福祉課 

○ブロック別のネットワーク会議による課

題共有、ひきこもり支援ネットワークを

整備 

雇用・産業人材育成課 

○ブロック別のネットワーク会議による課

題共有、若者自立支援ネットワークを整

備 

生涯教育・学習振興課 

義務教育課 

○不登校児童生徒を支援する学校、教育支

援センター、フリースクール等民間支援

団体等による連携・協力を推進し、不登

校児童生徒の社会的な自立をめざした支

援体制の充実強化 

外国人も安心して暮らせる環

境の整備 

義務教育課 

高校教育課 

○外国人のこどもに対する学校生活への適

応や日本語の習得等に向けた支援 

しあわせ子育て政策課 

子ども成育支援課 

子ども家庭福祉課 

○出産や子育てに関する支援情報の多言語

化・情報発信の強化 

防災危機管理課 

医療政策課 

子ども成育支援課 

義務教育課 

国際人材活躍・コン

ベンション誘致推進課 

○行政・生活情報の多言語化・「やさしい日

本語」への対応 

○各学校へ対する「やさしい日本語」の普

及・活用促進 

国際人材活躍・コン

ベンション誘致推進課 

○外国人総合相談ワンストップセンターに

おける外国人相談窓口の設置【再掲 3-

(2)-②】 

 

  

複合的な課題を抱えたこども・若者への支援体制を整備するため、支援機関同士の

連携を強化します。 
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◆事業展開③ 自殺対策の推進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

地域自殺対策の強化 地域福祉推進課 

○こども・若者、若年女性、働き盛り世代、

生活困窮者に重点を置いた自殺対策を推

進するとともに、ＳＮＳ等による相談支

援、自殺対策に関する県民への普及啓発、

自殺対策を支える人材の育成、児童生徒

を対象としたＳОＳの出し方等教育の推

進等の実施 

 

  

誰もが健やかでいきいきと暮らせる山形県の実現を目指して、「生きることの包括

的な支援」として自殺対策を推進します。 
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基本の柱５ こども・若者、子育て当事者に温かい社会づくりのために 

 

 

本県の夫婦共働き世帯数の割合は 58.3％※１と全国２位、女性雇用者に占める正規の職

員・従業員の割合は 55.6％で全国１位※２、女性の有業率は 77.7％で全国１位※３と子育て

をしながら働く女性が全国に比べて多い現状にあります。 

 育児休業取得率は、女性が 96.8％※４、男性が 35.2％※４と全国平均を上回り、上昇傾向

にあるものの、依然として男性の取得率が低い状況です。 

 共働き世帯の増加や核家族化などにより、保育需要は増大し、多様化しており、それに

対応した保育サービス等の充実を図ることが必要です。また、女性も男性も子育てしなが

ら無理なく働くことができる職場環境を実現するためには、長時間労働の是正など働き方

の見直しとともに、企業におけるワーク・ライフ・バランスに向けた実効性のある取組み

を促進し、それを実践する企業が社会から評価される環境づくりが必要です。 

行政、地域、企業、ＮＰＯなど、社会を構成する多様な主体、祖父母世代など様々な世

代の人が、それぞれの立場ではもちろん、互いに連携・協働することにより、社会全体で

子育て応援の気運を盛り上げ、子育て家庭が安心して生活、子育てを楽しむことができる

環境づくりを推進していくことが必要です。 

 

※１・２・３：総務省「令和４年就業構造基本調査」 

※４：厚生労働省「令和５年度雇用均等基本調査」、山形県「令和５年山形県労働条件等実態調査」 

 

 

  

現状と課題 

 

 

【推進方策（１） 共働き・共育ての支援】 

・男性の家事・育児への参画が当たり前となり、男女とも仕事と家庭を両立しやすい職場

環境づくりを目指します。 

 

【推進方策（２） 女性の就労・活躍支援】 

・地域や職場等における男女共同参画を推進し、女性が活躍できる環境づくりを目指しま

す。 

 

【推進方策（３） 地域で支える子育て支援の充実】 

・地域全体で子育て中の方を応援する気運醸成を図り、「子育てするなら山形県」の実現

を目指します。 

重点的に取組む事項 
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   子育ての負担感が母親に偏ることがないよう、男性の家事・育児への参画を促進

し、子育ての孤立感・負担感の軽減を図ります。 

◆事業展開①  男性の家事・育児への参画促進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

男性の家事・育児参画に向け

た意識啓発 
しあわせ子育て政策課 

○夫婦で共に働き、子育ても仕事も楽しむ

ことができる情報の発信 

○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）等を活用した積極的な情報発信 

○男性の育児休業の取得及び家事・育児参

画促進に向けたセミナー等の開催 

 

◆事業展開②  事業主等に対する仕事と家庭の両立支援の意識醸成 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

県庁における先導的な取組

みの推進 

人事課 

働き方改革実現課 

○知事を本部長とする「ワーク・ライフ・

バランス推進本部」における時間外勤務

縮減の徹底や年次有給休暇・育児関連休

暇等の取得促進、研修等の取組みの実施 

ワーク・ライフ・バランスに積

極的に取り組む企業への支援 
雇用・産業人材育成課 

○「やまがたスマイル企業認定制度」の実

施による企業等におけるワーク・ライフ・

バランスの取組み促進 

○職場環境改善アドバイザー（社会保険労

務士）による多様な働き方の紹介、導入

にあたっての助言 

男性の家事・育児参画に向け

た意識啓発【再掲 5-(1)-①】 
しあわせ子育て政策課 

○夫婦で共に働き、子育ても仕事も楽しむ

ことができる情報の発信 

○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）等を活用した積極的な情報発信 

○男性の育児休業の取得及び家事・育児参

画促進に向けたセミナー等の開催 

 

 

推進方策(１)    共働き・共育ての支援 

男性も女性も子育ての喜びを実感し、子育ての責任を認識しながら、積極的に子育

てに関わる気運の醸成を図ります。 

男性の育児休業取得などの取組みのリード役となるため、県自ら率先して取り組む

とともに、ライフステージや個別の事情に対応した多様で柔軟な働き方を実現するた

め、企業等におけるワーク・ライフ・バランスの取組みを推進します。 

推進方策(２)  女性の就労・活躍支援 

対応の方向 
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   男女共同参画社会を実現するため、女性の能力が十分に活かされる環境づくりを推

進します。 

◆事業展開①  女性が活躍できる環境の整備 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

出産・育児などで離職した女

性の再就職支援や育休からの

職場復帰支援の充実 

雇用・産業人材育成課 

○マザーズジョブサポート山形・庄内にお

けるハローワークと連携した相談事業や

セミナーの実施 

○大学等卒業後、就職したものの早期離職

により再就職を希望する女性や移住等に

より県内就職を希望する女性を対象とし

た就職者支援 

女性労働者の処遇改善及び誰

もが働きやすい職場環境の整

備 

雇用・産業人材育成課 

○女性非正規雇用労働者の賃金引上げ及び

正社員転換を実施した事業者に対して支

援金の支給 

○「やまがたスマイル企業認定制度」の実

施による企業等におけるワーク・ライフ・

バランスの取組み促進 

○職場環境改善アドバイザー（社会保険労

務士）による多様な働き方の紹介、導入

にあたっての助言 

地域における男女共同参画の

基盤づくりの強化 

多様性・女性若者活

躍課 

○県男女共同参画センター「チェリア」に

おける人材育成や団体活動支援事業の実

施 

○男女共同参画推進員制度による地域にお

ける男女共同参画の普及啓発の強化 

あらゆる分野における女性活

躍の推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○県男女共同参画センター「チェリア」に

おける人材育成事業の実施【再掲2-(2)-

①】 

○様々な分野で活躍する女性（ロールモデ

ル）の紹介・周知【再掲2-(2)-①】 

○固定的な性別役割分担意識や無意識の思

い込み（アンコンシャス・バイアス）の

解消に向けた啓発媒体等による情報発信

の強化【再掲2-(2)-①】 

○山形で暮らし働く女性同士の交流等によ

る女性のエンパワーメントの推進【再掲

女性人材の育成支援や出産・育児などで離職した女性の再就職支援、多様で柔軟な

働き方を実現する職場づくりなど、子育て中の女性が活躍できる環境づくりを推進し

ます。 

対応の方向 
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2-(2)-①】 

男女共同参画社会づくりに向

けた意識啓発の推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○男女共同参画の視点から生徒が将来の生

き方を考える学習リーフレットの中学校

への配付及び授業での活用推進 

○男女共同参画社会づくりに積極的に取り

組む者の知事表彰による県民意識の醸成 

○男女共同参画の視点を持った次世代を担

う人材の育成【再掲2-(2)-①】 

女性の職業生活における活躍

に向けた取組みの推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○産学官が連携した「やまがた女性活躍応

援連携協議会」による、働く女性の活躍

に向けた取組みの推進 

地域における女性活躍のため

の支援 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○地域における実情や課題に応じた女性活

躍推進のためのセミナー等の実施 

 

 

◆事業展開②  政策・方針決定過程への女性の参画推進 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

女性の県づくりへの参画推進 
多様性・女性若者活

躍課 

○県審議会等への女性の積極的な登用の推

進 

 

  

女性の活躍を一層推進するため、審議会等への女性委員の積極的登用による政策・

方針決定過程への参画推進を図ります。 
 



126 

 

 

 

 

   地域の人々との連携による地域資源を活用した交流活動や、家族による支え合い、

シニア層の子育てへの参画促進など、地域の多様な主体の力により子育て支援の充実

を図るとともに、県民総ぐるみで子育てを応援する取組みを展開します。 

◆事業展開①  社会全体でこどもを育てる気運醸成 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

「やまがたみんなで子育て応

援団」活動の推進 

しあわせ子育て政策課 

○子育て応援イベント等における子育て支

援活動の周知等、県民総ぐるみの子育て

応援の推進 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内市町村、ＮＰＯ団体等との協働によ

り地域全体で子育てを応援する気運の醸

成 

シニア層（高齢者）が子育て支

援の担い手として活躍する仕

組みづくり 

しあわせ子育て政策課 

○地域のシニア層（高齢者）の意識啓発等

により世代を超えて子育てを応援する気

運の醸成 

雇用・産業人材育成課 

○シルバー人材センターを活用した乳幼児

の世話、保育施設等への送迎、就学児童

に対する学習・生活指導等 

保護が必要なこどもの社会的

養護における家庭的な養育環

境づくりの推進 

子ども家庭福祉課 

○里親家庭で生活するこどもが社会全体に

支えられ健やかに成長することができる

よう、県民の里親制度の理解促進に向け

た普及啓発の推進 

社会全体でこどもをいじめか

ら守る取組みの推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○“いじめ・非行をなくそう”やまがた県

民運動の展開 

高校教育課 

義務教育課 

特別支援教育課 

○いじめ防止対策の推進に関する条例及び

基本方針に基づいた、学校におけるいじ

め・不登校防止の取組みの推進 

○児童生徒による活動の積極的な情報発信 

 

  

推進方策(３)   地域で支える子育て支援の充実 

こどもの成長や子育てを社会全体で支援する気運を醸成するため、県民総ぐるみ

で子育てを支援する取組みを推進するとともに、子育て家庭を見守り、支える地域づ

くりや学校と地域の人々・団体などの連携による子育て支援活動を促進します。 

対応の方向 
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◆事業展開②  こどもや子育て家庭に対する応援活動の推進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

地域や企業の参画による・パ

パ・ママ応援環境づくりの推

進 

しあわせ子育て政策課 

○やまがた子育て応援パスポートによる企

業の子育て応援活動の推進 

○赤ちゃんほっと    ステーション応援企

業寄附制度による企業の子育て応援活動

の推進 

地域資源を活用した体験・交

流促進など山形らしさを活か

した子育て活動の推進 

県民文化芸術振興課 
○山形県総合文化芸術館などを活用した親

子等で芸術文化に触れる機会の創出 

最上総合支庁 

森林整備課 

○中学生以上の若者を対象に東北農林専門

職大学等と最上地域の高校、林業事業体

等の産学連携により森林業人材を育成す

る森林体験学習会を実施 

置賜総合支庁 

森林整備課 

○森林と人々の関わりを学びながら、森林

の楽しさを実感し、森林を共に育ててい

くプログラムの実施 

庄内総合支庁 

森林整備課 

○庄内海岸林を次世代に引き継ぎ、森林を

守り育てる意識の醸成を図るため、地域

住民・学校等が行う森づくり活動を推進 

 

◆事業展開③  多様な主体との連携による子育て支援体制の強化 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

NPO やボランティア団体など

の取組みへの支援 
消費生活・地域安全課 

○やまがた社会貢献基金の活用による子育

て支援を行うＮＰＯなどの取組みに対す

る助成 

県民による社会貢献活動の促

進 
消費生活・地域安全課 

○ボランティア団体・ＮＰＯによる情報発

信機能の充実により若者をはじめとする

幅広い世代による社会貢献活動を促進 

【再掲2-(2)-①】  

地域の子育て支援体制の充実

に向けた市町村、関係団体、

NPOなどの連携促進 

地域福祉推進課 

○民生委員・児童委員に対する効果的かつ

円滑な活動に資するための活動費や指導

訓練に係る費用の負担 

各総合支庁 

子ども家庭支援課 

○管内市町、ＮＰＯ団体等との協働により

地域全体で子育てを応援する気運の醸成 

【再掲5-(3)-①】 

 

地域資源を活用した自然体験、交流活動など自然豊かな山形の風土を活かしたこど

もの成長の機会を提供します。 

推進方策(４)   学校・地域・家庭の連携による教育の展開 

NPOやボランティア、子育て支援団体の活動が円滑に実施できるよう必要な支援を

行うとともに、市町村等と連携を促進し、社会全体に子育て支援の輪を広げたきめ細

かな支援活動を推進します。 
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   こどもが基本的な生活習慣や社会人としての規範意識を身につける家庭の教育力の

向上を推進するとともに、学校や地域、ＰＴＡや子ども会等の社会教育関係団体など

と連携した自然や文化を活かした体験活動、こども同士や世代間の交流によるこども

の健全育成を推進します。 

◆事業展開①  家庭や地域の教育力の向上 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

家庭教育に関する学習機会の

充実及び情報提供 

生涯教育・学習振興課 

○こどもの発達に応じた保護者等への学習

機会の提供・充実 

○生活習慣に関する保護者用学習資料の活

用及びホームページやＳＮＳ等を活用し

た情報提供 

多様性・女性若者活

躍課 

○家族の絆を大切にする「家庭の日」の普

及啓発 

非行防止に対する関係機関と

の連携強化や環境浄化活動の

推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○“いじめ・非行をなくそう”やまがた県 

 民運動の展開【再掲5-(3)-①】 

○「大人が変わればこどもも変わる」県民運

動の展開 

警察本部人身安全少

年課 

○継続補導、少年に手を差し伸べる立ち直

り支援活動の推進 

学校・家庭・地域との連携・強

化 

教育政策課 

義務教育課 

高校教育課 

特別支援教育課 

生涯教育・学習振興課 

○「やまがた教育の日」の周知・普及等の

社会全体で教育活動を支援する取組みの

推進 

○学校運営協議会制度の導入の促進 

○地域学校協働活動の推進 

 

  

学校と家庭・地域が連携して地域のこどもたちを育むよう、社会全体で学校や地域

での教育活動を総合的に支援する仕組みを構築し、その普及や取組みを推進します。 

対応の方向 
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◆事業展開②  幼児教育の推進 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

就学前施設における運営の支

援 
子ども成育支援課 

○就学前施設の運営支援 

○業務改善のためのＤＸの促進 

幼児教育推進体制を活用した 

幼保小連携の促進や幼児教育

の質の向上 

子ども成育支援課 

義務教育課 

○幼児教育センターを設置・活用し、架け橋

期プログラムの策定等による幼保小の連

携を促進 

○幼児教育センターを設置・活用し、幼児

教育アドバイザーを育成し、保育・幼児

教育施設へ派遣することで、幼児教育の

質の向上を促進【再掲3-(4)-②】 

「人やモノ、自然とのかかわ

り」を大切にした親子の体験

活動の推進【再掲 1-(4)-②】 

産業技術イノベーシ

ョン課 

○公民館、ＰＴＡ、子ども会などによる親

子の体験型科学教室の開催に対するサイ

エンスインストラクターの派遣及び青少

年のための科学の祭典in山形の開催 

○山形県産業科学館における、自然科学の

原理やものづくりの楽しさを学べるよう

な展示物の整備 

生涯教育・学習振興課 

○地域の人やモノ、自然とのかかわりや体

験を重視した「幼児共育ふれあい広場」

等親子講座の実施 

研修の充実による保育・幼児

教育を行う人材の育成 

【再掲3-(4)-②】 

子ども成育支援課 

義務教育課 

○経験に応じたキャリアアップ研修等の研

修受講による技能の向上支援 

○公開保育等の実施や県内外の専門家をス

ーパーバイザーとした保育士等への個別

指導の実施による質の向上 

○教育センターや教育事務所による保育士 

や幼稚園教諭等への研修の実施 

 

  

人間としての基礎を培う重要な時期である幼児期に、自主性と他を思いやる心、人

とかかわる力や思考力、規範意識の芽生えや感性、表現力など、人間力の基礎を育む

教育を充実するための取組みを推進します。 
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◆事業展開③  家庭、学校、地域の連携・協働の推進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

住民主体の地域づくり活動の

促進 

移住定住・地域活力

創生課 

○「地域運営組織」の形成に向け、地域づ

くりに係る専門的な知見を持つアドバイ

ザーを派遣 

関係機関の連携による県民の

防犯意識の醸成 
消費生活・地域安全課 

○関係機関、団体と連携を図りながら、県

民の防犯意識の高揚、自主的な防犯活動

及び犯罪の防止に配慮した生活環境整備

を推進するとともに、こどもの安全確保

に向けた活動を促進 

若年者の消費者被害・トラブ

ル未然防止に向けた啓発の実

施 

消費生活・地域安全課 

○若年者に対する消費者啓発・教育の強化

のための出前講座やイベントの実施等に

より、消費者被害・トラブル未然防止を

図るとともに、大学生等による若年者へ

の啓発を実施 

県全体の交通マナーの向上に

向けた取組み 

消費生活・地域安全課 

警察本部交通企画課 

○県民一人ひとりが、最も基本的な「交通

ルールの遵守」を常に意識することによ

る通学路等における交通安全の確保 

○「交通安全ありがとう運動」の実践等に

よるこどもや高齢者の交通安全啓発及び

自転車の安全適正利用に関する取組みを

促進 

児童の健全育成と仕事と家庭

の両立の支援 
子ども成育支援課 

○昼間保護者がいない家庭の小学生の授業

終了後や長期休暇等に、遊びや生活の場

を提供し、健全育成活動を行う放課後児

童クラブに対し運営費等を助成 

こどもたちを育てる健全な社

会環境づくりの推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○山形県青少年育成県民会議による県民総

ぐるみでの青少年育成推進体制の構築 

地域住民が積極的にこどもの

教育や子育てにかかわる環境

づくりの推進 

生涯教育・学習振興課 

○学校における多様な学習活動の展開及び

地域コミュニティの活性化を図るため、

コミュニティ・スクールと地域学校協働

活動を一体的に推進 

地域や関係機関が連携し、地

域ぐるみでこどもの安全を見

守る体制の整備 

学校体育保健課 

○昨今の不審者からの声かけ事案や交通事

故の発生等、登下校時におけるこどもの

安全を守るため、地域学校安全指導員（ス

クールガード・リーダー）を配置 

学校における安全管理・安全

指導の充実 
学校体育保健課 

○災害時における児童生徒の危険回避能力

を育成するため、市町村に「学校防災ア

ドバイザー」を派遣し、専門的見地から

防災講話や避難訓練等を行い、学校・教

育委員会、関係機関、地域が連携した推

家庭、学校、地域の連携機関が連携することにより、社会全体でこども・若者を支

援し、こども・若者が安全・安心に暮らせるまちづくりを推進します。 
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進体制を構築 

学校における安全管理・安全

指導の充実 
学校体育保健課 

○「こどものいのちを守る」学校安全指導

者研修会を開催し、交通安全・生活安全・

災害安全の３領域について、講演や伝達・

実践発表等を行い、各学校における安全

管理、安全指導の充実を図る 

通学路における安全対策の実

施 

道路整備課 

学校体育保健課 

警察本部交通規制課 

○通学路の安全を確保するため、学校関係

者、道路管理者、警察が連携し、通学路

の合同点検の実施状況を共有し、安全対

策の検討を実施 

学校と連携した少年の非行防

止や児童等の安全確保対策の

実施 

警察本部人身安全少

年課 

○スクールサポーターを配置し、学校と連

携して地域における少年非行の防止とこ

どもの安全確保を図る 

地域自殺対策の強化 

【再掲 4-(5)-③】 
地域福祉推進課 

○こども・若者、若年女性、働き盛り世代、

生活困窮者に重点を置いた自殺対策を推

進するとともに、ＳＮＳ等による相談支

援、自殺対策に関する県民への普及啓発、

自殺対策を支える人材の育成、児童生徒

を対象としたＳОＳの出し方等教育の推

進等を実施 
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◆事業展開④  こども・若者の健全育成に向けた社会環境の整備 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

いじめ・非行を許さない・見逃

さない社会づくりの推進 

多様性・女性若者活

躍課 

○“いじめ・非行をなくそう”やまがた県

民運動の展開【再掲5-(3)-①】 

青少年の健全な育成に資する

良好な環境の整備 

多様性・女性若者活

躍課 

○青少年の心身の健全な発達を阻害するお

それのある興行や図書類の有害指定、立

入調査の実施 

○青少年に関係する業界団体と連携した良

好な社会環境づくりの推進 

危険な薬物を撲滅するための

取組みの実施 

健康福祉企画課 

○主に高校生を対象とした主要駅における

薬物乱用防止街頭キャンペーンや主に大

学生を対象とした大学学園祭における啓

発活動等を実施 

学校体育保健課 
○小・中・高等学校における講演等への講

師派遣の案内や啓発資材の配布等を実施 

児童生徒が自分自身の健康課

題解決のための学びを深める

ための研修会等の実施 

学校体育保健課 

○医師を学校に派遣し、児童生徒や保護者

等に対し講演や研修会を実施 

○こどもの健康課題の解決のため専門家等

による指導者研修会を実施 

学校や警察による相談体制の

強化 

教育政策課 

義務教育課 

特別支援教育課 

高校教育課 

○多様な専門スタッフの配置や関係機関と

の連携により、チーム学校による児童生

徒の問題行動や家庭環境等に関する相談

体制の充実強化 

警察本部人身安全少

年課 

○少年や保護者等から非行、家出、いじめ

等少年問題に関するあらゆる相談を受付 

非行少年を生まない社会づく

りの推進 

警察本部人身安全少

年課 

○支援を必要としている問題を抱えた少年

に対して手を差し伸べ、少年の規範意識

の向上や社会との絆の強化を図るため少

年を見守る社会気運を醸成 

○少年非行・被害防止のため、街頭補導活

動、少年相談活動、非行少年・被害少年

等に対する継続的なサポート活動、薬物

乱用防止活動、広報啓発活動、情報提供

活動等を展開 

○警察、少年警察ボランティア、学校等が

協働して少年非行・被害防止のための活

動を行い、活動を情報発信して県民啓発

を推進 

非行・薬物乱用の防止、いじめ・暴力行為への対策のための有害環境対策の推進及

びインターネットの安全・安心な利用を促進します。 
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サイバー空間の健全化のため

のサイバー犯罪抑止の推進 

警察本部サイバー犯

罪対策課 

○県内の大学等に在籍し、インターネット

に関する知識を有する大学生等を「山形

県警察大学生等サイバーパトローラー」

として委嘱し、サイバーパトロールや広

報啓発活動等を実施 
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安全で快適な子育て環境づくりのため、親子の遊び場の整備や通学路における安全・ 

安心な歩行空間の整備を促進するとともに、インターネットトラブルを含む犯罪被害  

や自然災害から身を守るための安全学習・安全指導を推進します。 

◆事業展開①  子育てにやさしいまちづくり 

 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

安全で安心なまちづくりの推

進 
消費生活・地域安全課 

○「山形県犯罪のない安全で安心なまちづ

くり推進計画」に基づく各種施策の総合

的な推進 

交通安全県民運動の推進 消費生活・地域安全課 

○関係機関・団体と連携した交通安全県民

運動の推進 

○交通安全に関する各種広報啓発活動の実

施 

こどもと一緒に安心して外出

ができる環境づくり 

しあわせ子育て政策課 

○やまがた子育て応援パスポートによる社

会全体で子育てを応援する環境づくりの

推進 

○赤ちゃんほっと    ステーション応援企

業寄附制度による社会全体で子育てを応

援する環境づくりの推進 

○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）等を活用した積極的な情報発信 

○外出先で安心して授乳・おむつ替えがで

きる「赤ちゃんほっと    ステーション」

の設置促進 

地域福祉推進課 

○妊産婦と一歳未満のこどもを連れた親を

対象とした身体障がい者等用駐車施設利

用証の交付 

受動喫煙防止対策の推進 

子ども成育支援課 

がん対策・健康長寿

日本一推進課 

○市町村と連携したこどもや妊婦等に対す

る受動喫煙防止対策の周知啓発 

通学路や未就学児が集団移動

する経路における総合的な安

全対策の推進 

子ども成育支援課 

道路整備課 

学校体育保健課 

○学校関係者・警察・道路管理者の連携に

よる通学路等の合同点検及び安全対策の

実施 

警察本部交通規制課 ○把握した要対策箇所の交通規制等の対策 

推進方策(５) こども・若者、子育て当事者が安全・安心に生活できる環境 

づくり 

安全・安心なゆとりある環境を整備し、子育て中の親子が安心して外出できるよう

に、バリアフリー化の促進や、通学路の歩道整備、地域住民でこどもの安全を見守る

体制の充実、良好な住環境の整備など、子育てにやさしい街づくりを推進します。 

対応の方向 
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通学路における安全な歩行空

間の整備推進 
道路整備課 

○こどもたちが安心して通学できる歩行空

間の整備 

見守り隊等のこどもの安全・

安心確保に向けた地域住民の

積極的なボランティア活動の

促進 

多様性・女性若者活

躍課 

○「大人が変わればこどもも変わる県民運

動」の展開【再掲5-(4)-①】 

学校体育保健課 
○学校安全ボランティア養成講習会の開催

によるこどもを地域で見守る体制の強化 

警察本部生活安全企

画課 

○学校等と連携した「こども110番連絡所」

設置の普及拡大 

○青色回転灯等装備車の更なる登録拡大と

当該車両を有効活用した自主防犯活動の

推進 

警察本部人身安全少

年課 

○学校と連携したいじめ事案を含む非行等

を繰り返す児童生徒の立ち直り支援活動

及び登下校時の犯罪被害から児童を守る

活動の推進 

地域ぐるみの学校安全体制整

備及び県と市町村の連携によ

る学校安全体制の整備推進 

学校体育保健課 

○地域学校安全指導員の配置及び市町村教

育委員会学校安全担当者との連絡協議会

の開催による学校安全体制の整備 

安全・安心な遊び場の適正な

管理 
都市計画課 

○遊具の定期点検等の適正な実施、老朽化

した公園施設の修繕・更新による、安全・

安心な遊び場の提供 

○都市公園における、ベビーケアルーム等

の子育てにやさしい環境の整備 

遊び場情報の発信 しあわせ子育て政策課 
○ホームページ（やまがた子育て応援サイ

ト）等を活用した積極的な情報発信 

子育て世帯等の多様なニーズ

に合わせた居住環境づくりの

推進 

建築住宅課 

○住宅リフォーム工事に対する支援（補助） 

【再掲2-(5)-②】 

○中古住宅の購入に対する支援（補助） 

【再掲2-(5)-②】 

○移住者等の住宅確保要配慮者向けセーフ

ティネット住宅として登録する空き家な

どの改修工事に対する支援 

子育て世帯等の入居を拒まな

い民間賃貸住宅の供給促進 

【再掲 3-(4)-④】 

建築住宅課 

○子育て世帯（ひとり親家庭を含む。）、新

婚世帯、移住者などの入居を拒まない「セ

ーフティネット住宅」の供給促進 

地域自殺対策の強化 

【再掲 4-(5)-③】 
地域福祉推進課 

○こども・若者、若年女性、働き盛り世代、

生活困窮者に重点を置いた自殺対策を推

進するとともに、ＳＮＳ等による相談支

援、自殺対策に関する県民への普及啓発、

自殺対策を支える人材の育成、児童生徒

を対象としたＳОＳの出し方等教育の推

進等を実施 
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◆事業展開②  安全教育の推進 

 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

交通安全教育・活動の推進 

消費生活・地域安全課 
○幼児・児童・生徒に対する交通安全教室

の開催などによる交通安全教育の強化 

学校体育保健課 

○山形県高等学校交通安全教育指導者研修

会の開催及び高等学校による自転車安全

教室モデル事業の実施 

○高等学校生徒指導連絡協議会との連携に

よる取組み（高校生マナーアップ運動の

実施） 

○警察本部との連携による取組み（高校生

に対する自転車マナーアップ指導） 

○「交通安全県民運動」との連携による取

組み 

警察本部交通企画課 

○登下校時の交通事故防止や自転車乗車時

のルール・マナー教育・ヘルメット着用

の推進 

○チャイルドシート及び後部座席ベルトを

含めた全席シートベルト着用率向上のた

めの広報啓発活動要請等の取組み 

ライフステージに合わせた消

費者教育の推進及び地域や家

庭での取組み支援 

消費生活・地域安全課 ○消費生活出前講座の実施 

災害・感染症等危機管理対応

能力の育成 

防災危機管理課 

○親子で学ぶ防災出前教室や防災ミニ出前

講座等の実施 

○山形県防災学習館での疑似体験等を通じ

た、災害を実感できる防災学習の充実強

化 

健康福祉企画課 
○感染症の予防と発生時の対応に関する啓

発の推進 

危険予測・危険回避能力の育

成と自他の命を尊重する安全

教育の推進 

学校体育保健課 

○「学校安全強化旬間」の実施 

○「こどものいのちを守る」学校安全指導

者研修会の実施 

警察本部生活安全企

画課 

○実践的な防犯講話や訓練指導によるこど

もや教職員の有事対応能力向上・ 

○県警メール配信システム「やまがた110ネ

ットワーク」による防犯力向上に資する

タイムリーかつ有益な情報発信 

こどもの交通事故やインターネットトラブルを含む犯罪被害、自然災害から身を守

るためのこどもの危険予測、回避能力を高める安全学習、安全指導を推進するととも

に、こども自身の意識を高める教育などを推進します。 
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若年層に対する性や喫煙・危

険ドラッグ等に対する正しい

理解の促進 

多様性・女性若者活

躍課 

○関係機関と連携した20歳未満の者の喫煙

防止キャンペーンの実施 

がん対策・健康長寿

日本一推進課 

○高校、大学等への出前講座の実施など、

若年者に対する喫煙に関する知識の普及

啓発の推進 

健康福祉企画課 

○若者への啓発資材の配布など、薬物乱用

防止啓発の推進 

○薬物乱用防止教室等の開催による児童・

生徒に対する違法薬物等に対する正しい

理解の促進 

学校体育保健課 

○非行防止教室及び薬物乱用防止教室等に

よる児童・生徒に対する違法薬物等に対

する正しい理解の促進 

○学校・家庭・地域の連携による学校教育

活動全体を通した健康教育の充実 

警察本部人身安全少

年課 

○非行防止教室及び薬物乱用防止教室等に

よる児童・生徒に対する違法薬物等に対

する正しい理解の促進 

インターネットの適切・安全・

安心な利用に関する知識の普

及啓発・環境整備 

多様性・女性若者活

躍課 

○青少年に関係する業界団体と連携した良

好な社会環境づくりの推進【再掲5-(4) 

-④】 

○青少年育成関係機関、団体を対象にした

インターネット安全利用の知識習得を図

る研修会の実施 

〇インターネットの安全利用に関する啓発

活動の推進 

義務教育課 

高校教育課 

○学校における生徒指導の推進 

○非行防止教室等によるインターネットや

ＳＮＳの使い方についての正しい理解の

促進 

警察本部人身安全少

年課 

○非行防止教室の実施や少年警察ボランテ

ィア等と協働した各種活動によるＳＮＳ

起因の犯罪被害防止 

未就学児の安全確保の取組み

の強化 
子ども成育支援課 

○非常災害時等における計画策定と避難訓

練等備えの徹底 

○感染症予防対策の徹底 

○未就学児に対する性犯罪防止や安全対策

の取組みに対する支援 
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◆事業展開③  こども・若者の福祉を害する犯罪被害への対応 

 

 

事業構成 担当課 事業概要 

犯罪被害者等に対する相談支

援の充実強化 

消費生活・地域安全課 

○「やまがた性暴力被害者サポートセンタ

ー」の運営により、被害者への相談対応や

関係機関と連携した必要な支援を実施 

警察本部広報相談課 

○広報相談課犯罪被害者支援室に被害者支

援カウンセラーを配置し、カウンセリン

グ等により犯罪被害者等の精神的被害を

軽減 

犯罪被害者等に対する経済的

支援の充実強化 
警察本部広報相談課 

○性犯罪被害者の初診料、検査費用、緊急避

妊費用を公費で支出し、経済的負担を軽

減 

○犯罪被害者等の精神科医等による診療・

カウンセリングの経費を公費で支出し、

経済的負担を軽減 

 

 

こども・若者の福祉を害する犯罪被害への対応のため、被害を受けたこども・若者

の治療や精神的負担の軽減を図る専門支援や相談支援体制の充実を図ります。 


